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ID: 1651   

担当部署: 建設課  

処分の概要 河川協力団体の指定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
河川法 第100条において準用する第58条の8第1項 

法 令 番 号 昭和39年法律第167号 

【基準】 

 法第58条の8第1項及び省令第33条の8の規定による。 

 (河川協力団体の指定) 

第58条の8 河川管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認めら

れる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、河

川協力団体として指定することができる。 

 

 (河川協力団体として指定することができる法人に準ずる団体) 

第33条の8 法第58条の8第1項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事

務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当

該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有してい

るものとする。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1653   

担当部署: 危機管理課  

処分の概要 罹災証明書の交付 

法 令 名 

根 拠 条 項 
災害対策基本法 第90条の2第1項 

法 令 番 号 昭和36年法律第223号 

【基準】 

 法第90条の2の規定による。 

 (罹災証明書の交付) 

第90条の2 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の

被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の

被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面(次項において「罹災証明

書」という。)を交付しなければならない。 

2 市町村長は、災害の発生に備え、罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制の確保を図る

ため、前項の規定による調査について専門的な知識及び経験を有する職員の育成、当該市町

村と他の地方公共団体又は民間の団体との連携の確保その他必要な措置を講ずるよう努め

なければならない。 

 

標準処理期間 15日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1661   

担当部署: 建設課  

処分の概要 流水の占用の登録 

法 令 名 

根 拠 条 項 
河川法 第100条において準用する第23条の2 

法 令 番 号 昭和39年法律第167号 

【基準】 

 法第23条の2、第23条の3及び第23条の4の規定による。 

 (流水の占用の登録) 

第23条の2 前条の許可を受けた水利使用(流水の占用又は第26条第1項に規定する工作物で

流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。)のために取水した流水そ

の他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために河川の流水を

占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の登録を受けなけ

ればならない。 

 (登録の実施) 

第23条の3 河川管理者は、前条の登録の申請があつたときは、次条の規定により登録を拒否

する場合を除き、政令で定める事項を第12条第2項の水利台帳に登録しなければならない。 

 (登録の拒否) 

第23条の4 河川管理者は、第23条の2の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合に

は、その登録を拒否しなければならない。 

(1) 申請者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又

はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であるとき。 

(2) 申請者が第75条第1項の規定により許可、登録又は承認の取消しを受け、その取消しの

日から2年を経過しない者であるとき。 

(3) 申請者が法人又は団体であつて、その役員が前2号のいずれかに該当する者であると

き。 

(4) 第23条の許可を受けた水利使用のために取水した流水を利用する発電のために河川

の流水を占用しようとする場合において、申請者と当該許可を受けた者とが異なるとき

は、当該申請者が当該申請に係る流水の占用について当該許可を受けた者の同意を得て

いないとき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める場合に該当するとき。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1666   

担当部署: 産業課  

処分の概要 設備整備計画の認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に

関する法律 第7条第3項 

法 令 番 号 平成25年法律第81号 

【基準】 

 法第7条の規定による。 

 (設備整備計画の認定) 

第7条 再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者は、農林水産省令・環境省令で

定めるところにより、当該整備に関する計画(以下「設備整備計画」という。)を作成し、基

本計画を作成した市町村(以下「計画作成市町村」という。)の認定を申請することができる。 

2 設備整備計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(1) 整備をしようとする再生可能エネルギー発電設備の種類及び規模その他の当該再生

可能エネルギー発電設備の整備の内容並びに当該整備を行う期間 

(2) 前号の再生可能エネルギー発電設備の整備と併せて行う農林地の農林業上の効率的

かつ総合的な利用の確保、農林漁業関連施設の整備、農林漁業者の農林漁業経営の改善の

促進、農林水産物の生産又は加工に伴い副次的に得られた物品の有効な利用の推進その

他の農林漁業の健全な発展に資する取組の内容 

(3) 第1号の再生可能エネルギー発電設備又は前号の農林漁業関連施設の用に供する土地

の所在、地番、地目及び面積又は水域の範囲 

(4) 第1号の整備及び第2号の取組を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 

(5) その他農林水産省令・環境省令で定める事項 

3 計画作成市町村は、第1項の規定による申請があった場合において、その申請に係る設備整

備計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとす

る。 

(1) 設備整備計画の内容が基本計画に適合するものであり、かつ、申請者が当該設備整備

計画を実施する見込みが確実であること。 

(2) 設備整備計画に記載された再生可能エネルギー発電設備等(前項第1号の再生可能エ

ネルギー発電設備及び同項第2号の農林漁業関連施設をいう。以下同じ。)の整備に係る行

為が、当該計画作成市町村が管理する漁港の区域内の水域又は公共空地において行う行

為であって漁港漁場整備法第39条第1項の許可を受けなければならないものである場合

には、当該再生可能エネルギー発電設備等の整備に関する事項が同条第2項の規定により

当該許可をしなければならない場合に該当すること。 

(3) 設備整備計画に記載された再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が、当該

計画作成市町村が管理する海岸保全区域(海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定に

より指定された海岸保全区域をいい、同法第40条第1項第2号及び第3号に規定するものに

限る。次項第6号及び第13条において同じ。)内において行う行為であって同法第7条第1項

又は第8条第1項の許可を受けなければならないものである場合には、当該再生可能エネ

ルギー発電設備等の整備に関する事項が同法第7条第2項(同法第8条第2項において準用

する場合を含む。)の規定によりこれらの許可をしてはならない場合に該当しないこと。 

4 計画作成市町村は、前項の認定をしようとする場合において、その申請に係る設備整備計

画に記載された再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が次の各号に掲げる行為
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のいずれかに該当するときは、当該設備整備計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号

に定める者に協議し、当該再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が第1号及び第

3号から第9号までに掲げる行為のいずれかに該当するものである場合にあっては、その同

意を得なければならない。 

(1) 農地を農地以外のものにし、又は農用地を農用地以外のものにするため当該農用地に

ついて所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得する行為であって、農地法

第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けなければならないもの 都道府県知事 

(2) 集約酪農地域(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第3条

第1項の規定により指定された集約酪農地域をいう。第10条において同じ。)の区域内にあ

る草地(同法第2条第3項に規定する草地をいう。第10条において同じ。)において行う行為

であって、同法第9条の規定による届出をしなければならないもの 都道府県知事 

(3) 森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項の規定によりたてられた地域森林計画の対

象となっている同項に規定する民有林(保安林(同法第25条又は第25条の2の規定により

指定された保安林をいう。以下同じ。)並びに同法第41条の規定により指定された保安施

設地区の区域内及び海岸法第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林(森林法

第2条第1項に規定する森林をいう。)を除く。第11条第1項において「対象民有林」とい

う。)において行う行為であって、森林法第10条の2第1項の許可を受けなければならない

もの 都道府県知事 

(4) 保安林において行う行為であって、森林法第34条第1項又は第2項の許可を受けなけれ

ばならないもの 都道府県知事 

(5) 都道府県が管理する漁港の区域内の水域又は公共空地において行う行為であって、漁

港漁場整備法第39条第1項の許可を受けなければならないもの 都道府県知事 

(6) 海岸保全区域(当該計画作成市町村が管理するものを除く。)内において行う行為であ

って、海岸法第7条第1項又は第8条第1項の許可を受けなければならないもの 海岸管理

者(同法第2条第3項に規定する海岸管理者をいう。第8項において同じ。) 

(7) 国立公園(自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第2号に規定する国立公園をいう。

第14条において同じ。)の区域内において行う行為であって、同法第20条第3項の許可を受

けなければならないもの又は同法第33条第1項の届出をしなければならないもの 環境

大臣 

(8) 国定公園(自然公園法第2条第3号に規定する国定公園をいう。第14条において同じ。)

の区域内において行う行為であって、同法第20条第3項の許可を受けなければならないも

の又は同法第33条第1項の届出をしなければならないもの 都道府県知事 

(9) 温泉法(昭和23年法律第125号)第3条第1項又は第11条第1項の許可を受けなければな

らない行為 都道府県知事 

5 都道府県知事は、前項第1号に掲げる行為に係る設備整備計画についての協議があった場

合において、当該協議に係る再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が、次に掲げ

る要件に該当するものであると認めるときは、同項の同意をするものとする。 

(1) 農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第4条第6項の規定により同条第

1項の許可をすることができない場合に該当しないこと。 

(2) 農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益

を目的とする権利を取得する場合にあっては、農地法第5条第2項の規定により同条第1項

の許可をすることができない場合に該当しないこと。 

6 環境大臣又は都道府県知事は、第4項第7号又は第8号に掲げる行為(自然公園法第20条第3

項の許可に係るものに限る。)に係る設備整備計画についての協議があった場合において、

当該協議に係る再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が、同条第4項の規定によ

り同条第3項の許可をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、第4項の同意をす
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るものとする。 

7 都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る設備整備計画についての協議があった場合

において、当該協議に係る再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が、それぞれ当

該各号に定める要件に該当するものであると認めるときは、第4項の同意をするものとす

る。 

(1) 第4項第3号に掲げる行為 森林法第10条の2第2項の規定により同条第1項の許可をし

なければならない場合に該当すること。 

(2) 第4項第4号に掲げる行為 森林法第34条第3項若しくは第4項の規定により同条第1項

の許可をしなければならない場合又は同条第5項の規定により同条第2項の許可をしなけ

ればならない場合に該当すること。 

(3) 第4項第5号に掲げる行為 漁港漁場整備法第39条第2項の規定により同条第1項の許

可をしなければならない場合に該当すること。 

(4) 第4項第9号に掲げる行為 温泉法第4条第1項(同法第11条第2項又は第3項において読

み替えて準用する場合を含む。)の規定により同法第3条第1項又は第11条第1項の許可を

しなければならない場合に該当すること。 

8 海岸管理者は、第4項第6号に掲げる行為に係る設備整備計画についての協議があった場合

において、当該協議に係る再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が、海岸法第7

条第2項(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により同法第7条第1項又は

第8条第1項の許可をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、第4項の同意をする

ものとする。 

9 都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る設備整備計画についての協議があった場合

において、第4項の同意をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める者に協議しなけ

ればならない。 

(1) 第4項第1号に掲げる行為(当該行為に係る土地に4ヘクタールを超える農地が含まれ

る場合に限る。) 農林水産大臣 

(2) 第4項第9号に掲げる行為(隣接都府県における温泉(温泉法第2条第1項に規定する温

泉をいう。)の湧出量、温度又は成分に影響を及ぼすおそれがある場合に限る。) 環境大

臣 

10 環境大臣は、前項第2号の規定による協議を受けたときは、関係都府県の利害関係者の意

見を聴かなければならない。 

11 都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る設備整備計画についての協議があった場

合において、第4項の同意をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める者の意見を聴

かなければならない。 

(1) 第4項第1号に掲げる行為 農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第

88号)第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあって

は、市町村長。次項及び第13項において同じ。) 

(2) 第4項第3号に掲げる行為 都道府県森林審議会 

(3) 第4項第9号に掲げる行為 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第51条の規定によ

り置かれる審議会その他の合議制の機関 

12 農業委員会は、前項(第1号に係る部分に限る。以下この項及び次項において同じ。)の規

定により意見を述べようとするとき(前項の協議に係る同号に掲げる行為が30アールを超

える農地が含まれる土地に係るものであるときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に

関する法律第43条第1項に規定する都道府県機構(次項において「都道府県機構」という。)

の意見を聴かなければならない。ただし、同法第42条第1項の規定による都道府県知事の指

定がされていない場合は、この限りでない。 

13 前項に定めるもののほか、農業委員会は、第11項の規定により意見を述べるため必要があ
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ると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。 

14 計画作成市町村が農地法第4条第1項に規定する指定市町村(次項及び第24条において「指

定市町村」という。)である場合における第3項及び第4項の規定の適用については、第3項中

「要件」とあるのは「要件及び第5項各号に掲げる要件」と、第4項中「次の各号」とあり、

及び「当該各号」とあるのは「第2号から第9号まで」と、「第1号及び第3号」とあるのは「第

3号」とする。 

15 第9項及び第11項の規定は、指定市町村である計画作成市町村が設備整備計画(第4項第1

号に掲げる行為に係る部分に限る。)について第3項の認定をしようとするときについて準

用する。この場合において、第9項及び第11項中「次の各号」とあるのは「第1号」と、「そ

れぞれ当該各号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 

 



木曽岬町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1667   

担当部署: 産業課  

処分の概要 設備整備計画の変更 

法 令 名 

根 拠 条 項 

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に

関する法律 第8条第1項 

法 令 番 号 平成25年法律第81号 

【基準】 

 法第8条の規定による。 

(設備整備計画の変更等) 

第8条 前条第3項の認定を受けた者(以下「認定設備整備者」という。)は、当該認定に係る設

備整備計画を変更しようとするときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、計

画作成市町村の認定を受けなければならない。ただし、農林水産省令・環境省令で定める軽

微な変更については、この限りでない。 

2 認定設備整備者は、前項ただし書の農林水産省令・環境省令で定める軽微な変更をしたと

きは、遅滞なく、その旨を計画作成市町村に届け出なければならない。 

3 計画作成市町村は、認定設備整備者が前条第3項の認定に係る設備整備計画(第1項の規定

による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以

下「認定設備整備計画」という。)に従って再生可能エネルギー発電設備等の整備を行って

いないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 

4 前条第3項から第15項までの規定は、第1項の規定による変更の認定について準用する。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 

 



木曽岬町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1669   

担当部署: 産業課  

処分の概要 青年等就農計画の認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
農業経営基盤強化促進法 第14条の4第1項 

法 令 番 号 昭和55年法律第65号 

【基準】 

 法第14条の4の規定による。 

 (青年等就農計画の認定) 

第14条の4 同意市町村の区域内において新たに農業経営を営もうとする青年等(新たに農業

経営を営む青年等で農業経営を開始してから農林水産省令で定める期間を経過しないもの

(次項第1号において「既に農業経営を開始した青年等」という。)を含み、認定農業者を除

く。)は、農林水産省令で定めるところにより、青年等就農計画を作成し、これを同意市町

村に提出して、当該青年等就農計画が適当である旨の認定を受けることができる。 

2 前項の青年等就農計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(1) 農業経営の開始の時における農業経営の状況(既に農業経営を開始した青年等にあつ

ては、農業経営の現状) 

(2) 農業経営の開始から相当の期間を経過した時における農業経営に関する目標 

(3) 前号の目標を達成するために必要な施設の設置、機械の購入その他の措置に関する事

項 

(4) 第4条第2項第2号に掲げる者にあつては、その有する知識及び技能に関する事項 

(5) その他農林水産省令で定める事項 

3 同意市町村は、第1項の認定の申請があつた場合において、その青年等就農計画が次に掲げ

る要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 

(1) 基本構想に照らし適切なものであること。 

(2) その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 

 



木曽岬町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1670   

担当部署: 産業課  

処分の概要 青年等就農計画の変更の認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
農業経営基盤強化促進法 第14条の5第1項 

法 令 番 号 昭和55年法律第65号 

【基準】 

 法第14条の5の規定による。 

 (青年等就農計画の変更等) 

第14条の5 前条第1項の認定を受けた者(以下「認定就農者」という。)は、当該認定に係る青

年等就農計画を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。 

2 同意市町村は、前条第1項の認定に係る青年等就農計画(前項の規定による変更の認定があ

つたときは、その変更後のもの。以下「認定就農計画」という。)が同条第3項各号に掲げる

要件に該当しないものと認められるに至つたとき、又は認定就農者が認定就農計画に従つ

て同条第2項第2号の目標を達成するためにとるべき措置を講じていないと認めるときは、

その認定を取り消すことができる。 

3 認定就農者が第12条第1項の認定を受けたときは、当該認定就農者に係る前条第1項の認定

は、その効力を失う。 

4 前条第3項の規定は、第1項の規定による変更の認定について準用する。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 

 



木曽岬町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1675   

担当部署: 建設課  

処分の概要 海岸協力団体の指定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
海岸法 第23条の3第1項 

法 令 番 号 昭和31年法律第101号 

【基準】 

 法第23条の3の規定による。 

 (海岸協力団体の指定) 

第23条の3 海岸管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認めら

れる法人その他これに準ずるものとして主務省令で定める団体を、その申請により、海岸協

力団体として指定することができる。 

2 海岸管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該海岸協力団体の名称、住所及び

事務所の所在地を公示しなければならない。 

3 海岸協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらか

じめ、その旨を海岸管理者に届け出なければならない。 

4 海岸管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなけ

ればならない。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 

 



木曽岬町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1683   

担当部署: 総務政策課  

処分の概要 
開発行為の許可(第93条第1項において市町村の長が処理することとされる都市

計画法第29条第1項の適用) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
都市再生特別措置法 第93条第1項 

法 令 番 号 平成14年法律第22号 

【基準】 

 適用する都市計画法第29条の規定による。 

 (開発行為の許可) 

第29条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらか

じめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67

号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市(以下「指定都市等」と

いう。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受

けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。 

(1) 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内におい

て行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満で

あるもの 

(2) 市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内に

おいて行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこ

れらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの 

(3) 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要

な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環

境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的

で行う開発行為 

(4) 都市計画事業の施行として行う開発行為 

(5) 土地区画整理事業の施行として行う開発行為 

(6) 市街地再開発事業の施行として行う開発行為 

(7) 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為 

(8) 防災街区整備事業の施行として行う開発行為 

(9) 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の免許を受けた埋立地であつて、ま

だ同法第22条第2項の告示がないものにおいて行う開発行為 

(10) 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為 

(11) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 

2 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、それにより一定の市街地を形成す

ると見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらか

じめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。 

(1) 農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者

の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 

(2) 前項第3号、第4号及び第9号から第11号までに掲げる開発行為 

3 開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又

は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち2以上の区域にわたる場合における第1

項第1号及び前項の規定の適用については、政令で定める。 



木曽岬町 法適用申請に対する処分個票 

2 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 

 



木曽岬町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1684   

担当部署: 総務政策課  

処分の概要 
開発行為の変更許可(第93条第1項において市町村の長が処理することとされる

都市計画法第35条の2第1項の適用) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
都市再生特別措置法 第93条第1項 

法 令 番 号 平成14年法律第22号 

【基準】 

 適用する都市計画法第35条の2第1項の規定による。 

 (変更の許可等) 

第35条の2 開発許可を受けた者は、第30条第1項各号に掲げる事項の変更をしようとする場

合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、変更の許可の申請に

係る開発行為が、第29条第1項の許可に係るものにあつては同項各号に掲げる開発行為、同

条第2項の許可に係るものにあつては同項の政令で定める規模未満の開発行為若しくは同

項各号に掲げる開発行為に該当するとき、又は国土交通省令で定める軽微な変更をしよう

とするときは、この限りでない。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 

 



木曽岬町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1685   

担当部署: 総務政策課  

処分の概要 
工事完了の検査(第93条第1項において市町村の長が処理することとされる都市

計画法第36条第2項の適用) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
都市再生特別措置法 第93条第1項 

法 令 番 号 平成14年法律第22号 

【基準】 

 適用する都市計画法第36条第1項及び第2項の規定による。 

 (工事完了の検査) 

第36条 開発許可を受けた者は、当該開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)の全部

について当該開発行為に関する工事(当該開発行為に関する工事のうち公共施設に関する

部分については、当該公共施設に関する工事)を完了したときは、国土交通省令で定めると

ころにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

2 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、当該工事が開発許可

の内容に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果当該工事が当該開発許可

の内容に適合していると認めたときは、国土交通省令で定める様式の検査済証を当該開発

許可を受けた者に交付しなければならない。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 

 



木曽岬町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1686   

担当部署: 総務政策課  

処分の概要 

開発許可を受けた開発区域内の土地における公告前の建築物の建築等の特例承

認(第93条第1項において市町村の長が処理することとされる都市計画法第37条

ただし書の適用) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
都市再生特別措置法 第93条第1項 

法 令 番 号 平成14年法律第22号 

【基準】 

 適用する都市計画法第37条の規定による。 

 (建築制限等) 

第37条 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第3項の公告があるまでの間

は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各号の一に該当

するときは、この限りでない。 

(1) 当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築し、又は建設すると

き、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき。 

(2) 第33条第1項第14号に規定する同意をしていない者が、その権利の行使として建築物

を建築し、又は特定工作物を建設するとき。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 

 



木曽岬町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1687   

担当部署: 総務政策課  

処分の概要 
建築物の建蔽率等の指定の特例許可(第93条第1項において市町村の長が処理す

ることとされる都市計画法第41条第2項ただし書の適用) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
都市再生特別措置法 第93条第1項 

法 令 番 号 平成14年法律第22号 

【基準】 

 適用する都市計画法第41条の規定による。 

 (建築物の建蔽率等の指定) 

第41条 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為につい

て開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地につい

て、建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関す

る制限を定めることができる。 

2 前項の規定により建築物の敷地、構造及び設備に関する制限が定められた土地の区域内に

おいては、建築物は、これらの制限に違反して建築してはならない。ただし、都道府県知事

が当該区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認め、又は公益上やむ

を得ないと認めて許可したときは、この限りでない。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 

 



木曽岬町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1688   

担当部署: 総務政策課  

処分の概要 
開発許可を受けた土地における建築等の特例許可(第93条第1項において市町村

の長が処理することとされる都市計画法第42条第1項ただし書の適用) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
都市再生特別措置法 第93条第1項 

法 令 番 号 平成14年法律第22号 

【基準】 

 適用する都市計画法第42条の規定による。 

 (開発許可を受けた土地における建築等の制限) 

第42条 何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第36条第3項の公告があつた後は、

当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設しては

ならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物

以外の建築物としてはならない。ただし、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進

上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可し

たとき、又は建築物及び第一種特定工作物で建築基準法第88条第2項の政令で指定する工作

物に該当するものにあつては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められてい

るときは、この限りでない。 

2 国又は都道府県等が行う行為については、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事と

の協議が成立することをもつて、前項ただし書の規定による許可があつたものとみなす。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1689   

担当部署: 総務政策課  

処分の概要 
開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可(第93条第1項において

市町村の長が処理することとされる都市計画法第43条第1項の適用) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
都市再生特別措置法 第93条第1項 

法 令 番 号 平成14年法律第22号 

【基準】 

 適用する都市計画法第43条の規定による。 

 (開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限) 

第43条 何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、

都道府県知事の許可を受けなければ、第29条第1項第2号若しくは第3号に規定する建築物以

外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、

又はその用途を変更して同項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物としては

ならない。ただし、次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作

物の新設については、この限りでない。 

(1) 都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特

定工作物の新設 

(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又

は第一種特定工作物の新設 

(3) 仮設建築物の新築 

(4) 第29条第1項第9号に掲げる開発行為その他の政令で定める開発行為が行われた土地

の区域内において行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の

新設 

(5) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 

2 前項の規定による許可の基準は、第33条及び第34条に規定する開発許可の基準の例に準じ

て、政令で定める。 

3 国又は都道府県等が行う第1項本文の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種

特定工作物の新設(同項各号に掲げるものを除く。)については、当該国の機関又は都道府県

等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、同項の許可があつたものとみなす。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1690   

担当部署: 総務政策課  

処分の概要 
開発許可に基づく地位の承継の承認(第93条第1項において市町村の長が処理す

ることとされる都市計画法第45条の適用) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
都市再生特別措置法 第93条第1項 

法 令 番 号 平成14年法律第22号 

【基準】 

 適用する都市計画法第45条の規定による。 

第45条 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関す

る工事を施行する権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受け

た者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1691   

担当部署: 総務政策課  

処分の概要 跡地等管理等協定の締結の認可及び変更認可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
都市再生特別措置法 第111条第4項(第113条において準用する場合を含む。) 

法 令 番 号 平成14年法律第22号 

【基準】 

 法第111条及び第112条の規定による。 

(跡地等管理等協定の締結等) 

第111条 市町村又は都市再生推進法人等(第118条第1項の規定により指定された都市再生推

進法人、都市緑地法第69条第1項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第115条

第1項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「緑地保全・緑化推進法人」

という。)又は景観法第92条第1項の規定により指定された景観整備機構(第116条第1項に規

定する業務を行うものに限る。以下この項において「景観整備機構」という。)をいう。以

下同じ。)は、立地適正化計画に記載された跡地等管理等区域内の跡地等(緑地保全・緑化推

進法人にあっては都市緑地法第3条第1項に規定する緑地であるものに、景観整備機構にあ

っては景観計画区域内にあるものに限る。)を適正に管理し、又は跡地(緑地保全・緑化推進

法人にあっては都市緑地法第3条第1項に規定する緑地であるものに、景観整備機構にあっ

ては景観計画区域内にあるものに限る。)における緑地等の整備等をするため、当該跡地等

の所有者等と次に掲げる事項を定めた協定(以下「跡地等管理等協定」という。)を締結して、

当該跡地等に係る跡地等の管理等を行うことができる。 

(1) 跡地等管理等協定の目的となる跡地等(以下この条において「協定跡地等」という。) 

(2) 協定跡地等に係る跡地等の管理等の方法に関する事項 

(3) 協定跡地等に係る跡地等の管理等に必要な施設の整備に関する事項 

(4) 跡地等管理等協定の有効期間 

(5) 跡地等管理等協定に違反した場合の措置 

2 跡地等管理等協定については、協定跡地等の所有者等の全員の合意がなければならない。 

3 跡地等管理等協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならな

い。 

(1) 立地適正化計画に記載された第81条第16項に規定する事項に適合するものであるこ

と。 

(2) 協定跡地等の利用を不当に制限するものでないこと。 

(3) 第1項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであるこ

と。 

4 都市再生推進法人等が跡地等管理等協定を締結しようとするときは、あらかじめ、市町村

長の認可を受けなければならない。 

(跡地等管理等協定の認可) 

第112条 市町村長は、前条第4項の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、同

項の認可をしなければならない。 

(1) 申請手続が法令に違反しないこと。 

(2) 跡地等管理等協定の内容が、前条第3項各号に掲げる基準のいずれにも適合するもの

であること。 
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標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1693   

担当部署: 建設課  

処分の概要 操作規程の承認及び変更承認 

法 令 名 

根 拠 条 項 
海岸法 第14条の3第1項及び第5項 

法 令 番 号 昭和31年法律第101号 

【基準】 

 法第14条の3の規定による。 

 (操作規程) 

第14条の3 海岸管理者以外の海岸保全施設の管理者(以下「他の管理者」という。)は、その

管理する海岸保全施設のうち、操作施設については、主務省令で定めるところにより、当該

操作施設の操作の方法、訓練その他の措置に関する事項について操作規程を定め、海岸管理

者の承認を受けなければならない。 

2 前項の操作規程は、津波、高潮等の発生時における操作施設の操作に従事する者の安全の

確保が図られるように配慮されたものでなければならない。 

3 海岸管理者は、第1項の操作規程を承認しようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意

見を聴かなければならない。 

4 第10条第2項に規定する者は、第1項の規定にかかわらず、その管理する操作施設について

同項の操作規程を定め、海岸管理者に協議することをもつて足りる。 

5 前各項の規定は、第1項の操作規程の変更について準用する。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1705   

担当部署: 産業課  

処分の概要 事業計画の認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律 第7条第5項 

法 令 番 号 平成26年法律第78号 

【基準】 

 法第7条の規定による。 

 (事業計画の認定) 

第7条 促進計画に基づいて当該促進計画に定められた前条第2項第1号の区域内において多

面的機能発揮促進事業を実施しようとする農業者団体等は、その実施しようとする多面的

機能発揮促進事業に関する計画(以下「事業計画」という。)を作成し、当該促進計画を作成

した市町村(以下「特定市町村」という。)の認定を申請することができる。 

2 事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(1) 多面的機能発揮促進事業の目標 

(2) 多面的機能発揮促進事業の内容に関する次に掲げる事項 

イ 多面的機能発揮促進事業の種類及び実施区域 

ロ 第3条第3項第1号に掲げる事業を実施しようとする場合にあっては、当該事業に係る

施設の所在及び種類、当該施設の管理に関し行う同号イに掲げる活動又は同号ロに掲

げる活動の別及び当該活動の内容その他農林水産省令で定める事項 

ハ 第3条第3項第2号に掲げる事業を実施しようとする場合にあっては、当該事業に係る

農業生産活動の内容、当該農業生産活動の継続的な実施を推進するための活動の内容

その他農林水産省令で定める事項 

ニ 第3条第3項第3号に掲げる事業を実施しようとする場合にあっては、当該事業に係る

自然環境の保全に資する農業の生産方式の内容、当該生産方式を導入した農業生産活

動の実施を推進するための活動の内容その他農林水産省令で定める事項 

(3) 多面的機能発揮促進事業の実施期間 

(4) その他農林水産省令で定める事項 

3 農業者団体等であって農林水産省令で定めるものは、土地改良法(昭和24年法律第195号)

第85条第1項に規定する都道府県営土地改良事業によって生じた同法第2条第2項第1号に規

定する土地改良施設(次項において「土地改良施設」という。)について第3条第3項第1号に

掲げる事業(同号ロに掲げる活動を行うものに限る。)を実施しようとするときは、前項第2

号ロに掲げる事項に、第12条第1項の規定による委託を受けて行う当該土地改良施設につい

ての管理に関する事項を記載することができる。 

4 前項に規定する農業者団体等は、同項の規定により事業計画に土地改良施設についての管

理に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県(土

地改良法第94条の10第1項の規定により当該都道府県が当該土地改良施設を同法第94条の3

第1項に規定する土地改良区等に管理させている場合にあっては、当該土地改良区等を含

む。)の同意を得なければならない。 

5 特定市町村は、第1項の認定の申請があった場合において、その事業計画が次の各号のいず

れにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 

(1) 当該事業計画が促進計画に照らし適切なものであること。 

(2) 当該事業計画に定める事項が当該事業計画に係る多面的機能発揮促進事業を確実に
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実施するために適切なものであること。 

(3) 当該事業計画に記載された多面的機能発揮促進事業の実施区域(当該事業計画に2以

上の多面的機能発揮促進事業が記載されている場合にあっては、その全ての実施区域)内

に、現に耕作又は養畜の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作又は養畜の目的に供

されないと見込まれる農用地として農林水産省令で定めるものがないこと。 

6 特定市町村は、第1項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定に係る事業計画の概要(当

該認定に係る事業計画に、前条第2項第4号の規定により定められた区域内において実施さ

れる多面的機能発揮促進事業が記載されている場合にあっては、その旨を含む。)を公表し

なければならない。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1706   

担当部署: 産業課  

処分の概要 事業計画の変更認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律 第8条第1項 

法 令 番 号 平成26年法律第78号 

【基準】 

 法第8条の規定による。 

 (事業計画の変更等) 

第8条 前条第1項の認定を受けた農業者団体等(以下「認定農業者団体等」という。)は、当該

認定に係る事業計画の変更をしようとするときは、特定市町村の認定を受けなければなら

ない。ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。 

2 特定市町村は、認定農業者団体等が前条第1項の認定に係る事業計画(前項の変更の認定又

は同項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更があったときは、その変更後のもの。以

下この条において「認定事業計画」という。)に従って当該認定事業計画に記載された多面

的機能発揮促進事業(以下「認定事業」という。)を実施していないと認めるときは、当該認

定を取り消すことができる。 

3 特定市町村は、認定事業計画が前条第5項各号のいずれかに適合しないものとなったと認

めるときは、認定農業者団体等に対し、当該認定事業計画の変更を指示し、又は同条第1項

の認定を取り消すことができる。 

4 前条第4項から第6項までの規定は、認定事業計画の変更について準用する。この場合にお

いて、同条第5項及び第6項中「第1項」とあるのは、「次条第1項」と読み替えるものとする。 

 

標準処理期間 15日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1708   

担当部署: 教育委員会事務局 教育課  

処分の概要 公私連携法人の指定 

法 令 名 

根 拠 条 項 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第

34条第1項 

法 令 番 号 平成18年法律第77号 

【基準】 

 法第34条第1項の規定による。 

 (公私連携幼保連携型認定こども園に関する特例) 

第34条 市町村長(特別区の区長を含む。以下この条において同じ。)は、当該市町村における

保育の実施に対する需要の状況等に照らし適当であると認めるときは、公私連携幼保連携

型認定こども園(次項に規定する協定に基づき、当該市町村から必要な設備の貸付け、譲渡

その他の協力を得て、当該市町村との連携の下に教育及び保育等を行う幼保連携型認定こ

ども園をいう。以下この条において同じ。)の運営を継続的かつ安定的に行うことができる

能力を有するものであると認められるもの(学校法人又は社会福祉法人に限る。)を、その申

請により、公私連携幼保連携型認定こども園の設置及び運営を目的とする法人(以下この条

において「公私連携法人」という。)として指定することができる。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1713   

担当部署: 建設課  

処分の概要 入札占用計画の認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
道路法 第39条の5第1項 

法 令 番 号 昭和27年法律第180号 

【基準】 

 法第39条の5の規定による。 

 (入札占用計画の認定) 

第39条の5 道路管理者は、前条第5項の規定により通知した落札者が提出した入札占用計画

について、道路の場所を指定して、当該入札占用計画が適当である旨の認定をするものとす

る。 

2 道路管理者は、前項の規定による認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期

間並びに同項の規定により指定した道路の場所を公示しなければならない。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1714   

担当部署: 建設課  

処分の概要 入札占用計画の変更の認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
道路法 第39条の6第1項 

法 令 番 号 昭和27年法律第180号 

【基準】 

 法第39条の6の規定による。 

 (入札占用計画の変更等) 

第39条の6 前条第1項の規定による認定を受けた者(次条において「認定計画提出者」とい

う。)は、当該認定を受けた入札占用計画を変更しようとする場合においては、道路管理者

の認定を受けなければならない。 

2 道路管理者は、前項の規定による変更の認定をしようとする場合において、変更後の入札

占用計画に従つて入札対象施設等を設置する行為が道路交通法第77条第1項の規定の適用

を受けるものであるときは、あらかじめ当該入札占用計画に記載された道路の占用の場所

を管轄する警察署長に協議しなければならない。 

3 道路管理者は、第1項の規定による変更の認定の申請があつた場合において、その申請に係

る変更後の入札占用計画が第39条の4第1項第1号から第3号までのいずれにも該当すると認

めるときは、第1項の規定による認定をするものとする。 

4 前条第2項の規定は、第1項の規定による変更の認定をした場合について準用する。 

 

標準処理期間 15日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1715   

担当部署: 建設課  

処分の概要 占用入札を行つた場合における道路の占用の許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
道路法 第39条の7第1項 

法 令 番 号 昭和27年法律第180号 

【基準】 

 法第39条の7の規定による。 

 (占用入札を行つた場合における道路の占用の許可) 

第39条の7 認定計画提出者は、第39条の5第1項の規定による認定を受けた入札占用計画(前

条第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次項において「認定

入札占用計画」という。)に従つて入札対象施設等を設置しなければならない。 

2 道路管理者は、認定計画提出者から認定入札占用計画に基づき第32条第1項又は第3項の規

定による許可の申請があつた場合においては、これらの規定による許可を与えなければな

らない。 

3 前項の規定による許可に係る第32条第2項及び第87条第1項の規定の適用については、第32

条第2項中「申請書を」とあるのは「申請書に、第39条の3第2項第2号の措置を記載した書面

を添付して、」と、第87条第1項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確

保し、又は道路の機能若しくは道路交通環境の維持を図る」とする。 

4 道路管理者が第2項の規定により第32条第1項又は第3項の規定による許可を与えた場合に

おいては、当該許可に係る占用料の額は、第39条第2項の規定にかかわらず、占用入札にお

いて認定計画提出者が申し出た額(当該申し出た額が同項の条例(指定区間内の国道にあつ

ては、同項の政令)で定める額を下回る場合にあつては、当該条例又は当該政令で定める額)

とする。この場合において、同条第1項ただし書の規定は、適用しない。 

5 第39条の5第1項の規定による認定がされた場合においては、認定計画提出者以外の者は、

同項の道路の場所については、第32条第1項又は第3項の規定による許可の申請をすること

ができない。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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1 

ID: 1718   

担当部署: 福祉健康課  

処分の概要 指定事業者の指定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第115条の45の5 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第115条の45の5及び省令第140条の63の6の規定による。 

 (指定事業者の指定) 

第115条の45の5 第115条の45の3第1項の指定(第115条の45の7第1項を除き、以下この章にお

いて「指定事業者の指定」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、第1号事業を

行う者の申請により、当該事業の種類及び当該事業の種類に係る当該第1号事業を行う事業

所ごとに行う。 

2 市町村長は、前項の申請があった場合において、申請者が、厚生労働省令で定める基準に

従って適正に第1号事業を行うことができないと認められるときは、指定事業者の指定をし

てはならない。 

 

(法第115条の45の5第2項の厚生労働省令で定める基準) 

第140条の63の6 法第115条の45の5第2項に規定する厚生労働省令で定める基準は、市町村が

定める基準であって、次のいずれかに該当するものとする。 

(1) 第1号事業(第1号生活支援事業を除く。)に係る基準として、次に掲げるいずれかに該

当する基準 

イ 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条の

規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定

介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成

18年厚生労働省令第35号。ロにおいて「旧指定介護予防サービス等基準」という。)に

規定する旧介護予防訪問介護若しくは旧介護予防通所介護に係る基準その他厚生労働

大臣が定める基準の例による基準又は指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並び

に指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平

成18年厚生労働省令第37号。ロにおいて「指定介護予防支援等基準」という。)に規定

する介護予防支援に係る基準の例による基準 

ロ 旧指定介護予防サービス等基準に規定する基準該当介護予防サービス(旧介護予防

訪問介護及び旧介護予防通所介護に係るものに限る。)に係る基準その他厚生労働大臣

が定める基準又は指定介護予防支援等基準に規定する基準該当介護予防支援に係る基

準の例による基準 

ハ 平成26年改正前法第54条第1項第3号又は法第59条第1項第2号に規定する離島その他

の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要支援

被保険者等が、平成26年改正前法第54条第1項第3号又は法第59条第1項第2号に規定す

るサービスを受けた場合における当該サービスの内容を勘案した基準 

(2) 第1号事業に係る基準として、当該第1号事業に係るサービスの内容等を勘案した基準

(前号に掲げるものを除く。) 

 

標準処理期間 30日 
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備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1719   

担当部署: 福祉健康課  

処分の概要 指定事業者の指定の更新 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第115条の45の6第1項 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第115条の45の6の規定による。 

 (指定の更新) 

第115条の45の6 指定事業者の指定は、厚生労働省令で定める期間ごとにその更新を受けな

ければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「有効期間」と

いう。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定事業者の指

定は、有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 

3 前項の場合において、指定事業者の指定の更新がされたときは、その有効期間は、従前の

有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 

4 前条の規定は、指定事業者の指定の更新について準用する。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1724   

担当部署: 福祉健康課  

処分の概要 家庭的保育事業等の認可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
児童福祉法 第34条の15第2項 

法 令 番 号 昭和22年法律第164号 

【基準】 

 法第34条の15の規定による。 

第34条の15 市町村は、家庭的保育事業等を行うことができる。 

2 国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、市町村長の認

可を得て、家庭的保育事業等を行うことができる。 

3 市町村長は、家庭的保育事業等に関する前項の認可の申請があつたときは、次条第1項の条

例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準(当該認可の申請をし

た者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、第4号に掲げる基準に限る。)によ

つて、その申請を審査しなければならない。 

(1) 当該家庭的保育事業等を行うために必要な経済的基礎があること。 

(2) 当該家庭的保育事業等を行う者(その者が法人である場合にあつては、経営担当役員

(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。第35条第5項第2号

において同じ。)とする。)が社会的信望を有すること。 

(3) 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること。 

(4) 次のいずれにも該当しないこと。 

イ 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな

くなるまでの者であるとき。 

ロ 申請者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定によ

り罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

であるとき。 

ハ 申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処

せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

ニ 申請者が、第58条第2項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算し

て5年を経過しない者(当該認可を取り消された者が法人である場合においては、当該

取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日前60日以内に当該

法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談

役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する

社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認めら

れる者を含む。ホにおいて同じ。)又はその事業を管理する者その他の政令で定める使

用人(以下この号及び第35条第5項第4号において「役員等」という。)であつた者で当該

取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該認可を取り消された者が法

人でない場合においては、当該通知があつた日前60日以内に当該事業を行う者の管理

者であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であると

き。ただし、当該認可の取消しが、家庭的保育事業等の認可の取消しのうち当該認可の

取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保

育事業等を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実

に関して当該家庭的保育事業等を行う者が有していた責任の程度を考慮して、ニ本文
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に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの

として厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 

ホ 申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下ホにおいて同じ。)の役員

に占めるその役員の割合が2分の1を超え、若しくは当該申請者の株式の所有その他の

事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を

与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの(以下ホにおいて「申請者の親会

社等」という。)、申請者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が2分の

1を超え、若しくは申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実

質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働

省令で定めるもの又は当該申請者の役員と同一の者がその役員に占める割合が2分の1

を超え、若しくは当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に

支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で

定めるもののうち、当該申請者と厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人をい

う。第35条第5項第4号ホにおいて同じ。)が、第58条第2項の規定により認可を取り消さ

れ、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし、当該認可の取消

しが、家庭的保育事業等の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となつ

た事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等を行う者による業

務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事

業等を行う者が有していた責任の程度を考慮して、ホ本文に規定する認可の取消しに

該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定め

るものに該当する場合を除く。 

ヘ 申請者が、第58条第2項の規定による認可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の

規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日

までの間に第7項の規定による事業の廃止をした者(当該廃止について相当の理由があ

る者を除く。)で、当該事業の廃止の承認の日から起算して5年を経過しないものである

とき。 

ト 申請者が、第34条の17第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当

該検査の結果に基づき第58条第2項の規定による認可の取消しの処分に係る聴聞を行

うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより

市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場

合における当該特定の日をいう。)までの間に第7項の規定による事業の廃止をした者

(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該事業の廃止の承認の日から起

算して5年を経過しないものであるとき。 

チ ヘに規定する期間内に第7項の規定による事業の廃止の承認の申請があつた場合に

おいて、申請者が、ヘの通知の日前60日以内に当該申請に係る法人(当該事業の廃止に

ついて相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該申請に係る法人でない事業を

行う者(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であつた者

で、当該事業の廃止の承認の日から起算して5年を経過しないものであるとき。 

リ 申請者が、認可の申請前5年以内に保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者で

あるとき。 

ヌ 申請者が、法人で、その役員等のうちにイからニまで又はヘからリまでのいずれかに

該当する者のあるものであるとき。 

ル 申請者が、法人でない者で、その管理者がイからニまで又はヘからリまでのいずれか

に該当する者であるとき。 

4 市町村長は、第2項の認可をしようとするときは、あらかじめ、市町村児童福祉審議会を設

置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては児童の保護者その他児童
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福祉に係る当事者の意見を聴かなければならない。 

5 市町村長は、第3項に基づく審査の結果、その申請が次条第1項の条例で定める基準に適合

しており、かつ、その事業を行う者が第3項各号に掲げる基準(その者が社会福祉法人又は学

校法人である場合にあつては、同項第4号に掲げる基準に限る。)に該当すると認めるとき

は、第2項の認可をするものとする。ただし、市町村長は、当該申請に係る家庭的保育事業

等の所在地を含む教育・保育提供区域(子ども・子育て支援法第61条第2項第1号の規定によ

り当該市町村が定める教育・保育提供区域とする。以下この項において同じ。)における特

定地域型保育事業所(同法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所をいい、事業

所内保育事業における同法第43条第1項に規定する労働者等の監護する小学校就学前子ど

もに係る部分を除く。以下この項において同じ。)の利用定員の総数(同法第19条第1項第3号

に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、同法第61条第1項の規定により

当該市町村が定める市町村子ども・子育て支援事業計画において定める当該教育・保育提供

区域の特定地域型保育事業所に係る必要利用定員総数(同法第19条第1項第3号に掲げる小

学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る家

庭的保育事業等の開始によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該市町

村子ども・子育て支援事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として厚生労働省

令で定める場合に該当すると認めるときは、第2項の認可をしないことができる。 

6 市町村長は、家庭的保育事業等に関する第2項の申請に係る認可をしないときは、速やかに

その旨及び理由を通知しなければならない。 

7 国、都道府県及び市町村以外の者は、家庭的保育事業等を廃止し、又は休止しようとする

ときは、厚生労働省令の定めるところにより、市町村長の承認を受けなければならない。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1725   

担当部署: 福祉健康課  

処分の概要 家庭的保育事業等の廃止又は休止の承認 

法 令 名 

根 拠 条 項 
児童福祉法 第34条の15第7項 

法 令 番 号 昭和22年法律第164号 

【基準】 

 法第34条の15の規定による。 

第34条の15 市町村は、家庭的保育事業等を行うことができる。 

2 国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、市町村長の認

可を得て、家庭的保育事業等を行うことができる。 

3 市町村長は、家庭的保育事業等に関する前項の認可の申請があつたときは、次条第1項の条

例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準(当該認可の申請をし

た者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、第4号に掲げる基準に限る。)によ

つて、その申請を審査しなければならない。 

(1) 当該家庭的保育事業等を行うために必要な経済的基礎があること。 

(2) 当該家庭的保育事業等を行う者(その者が法人である場合にあつては、経営担当役員

(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。第35条第5項第2号

において同じ。)とする。)が社会的信望を有すること。 

(3) 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること。 

(4) 次のいずれにも該当しないこと。 

イ 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな

くなるまでの者であるとき。 

ロ 申請者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定によ

り罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

であるとき。 

ハ 申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処

せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

ニ 申請者が、第58条第2項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算し

て5年を経過しない者(当該認可を取り消された者が法人である場合においては、当該

取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日前60日以内に当該

法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談

役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する

社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認めら

れる者を含む。ホにおいて同じ。)又はその事業を管理する者その他の政令で定める使

用人(以下この号及び第35条第5項第4号において「役員等」という。)であつた者で当該

取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該認可を取り消された者が法

人でない場合においては、当該通知があつた日前60日以内に当該事業を行う者の管理

者であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であると

き。ただし、当該認可の取消しが、家庭的保育事業等の認可の取消しのうち当該認可の

取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保

育事業等を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実

に関して当該家庭的保育事業等を行う者が有していた責任の程度を考慮して、ニ本文
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に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの

として厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 

ホ 申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下ホにおいて同じ。)の役員

に占めるその役員の割合が2分の1を超え、若しくは当該申請者の株式の所有その他の

事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を

与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの(以下ホにおいて「申請者の親会

社等」という。)、申請者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が2分の

1を超え、若しくは申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実

質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働

省令で定めるもの又は当該申請者の役員と同一の者がその役員に占める割合が2分の1

を超え、若しくは当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に

支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で

定めるもののうち、当該申請者と厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人をい

う。第35条第5項第4号ホにおいて同じ。)が、第58条第2項の規定により認可を取り消さ

れ、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし、当該認可の取消

しが、家庭的保育事業等の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となつ

た事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等を行う者による業

務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事

業等を行う者が有していた責任の程度を考慮して、ホ本文に規定する認可の取消しに

該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定め

るものに該当する場合を除く。 

ヘ 申請者が、第58条第2項の規定による認可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の

規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日

までの間に第7項の規定による事業の廃止をした者(当該廃止について相当の理由があ

る者を除く。)で、当該事業の廃止の承認の日から起算して5年を経過しないものである

とき。 

ト 申請者が、第34条の17第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当

該検査の結果に基づき第58条第2項の規定による認可の取消しの処分に係る聴聞を行

うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより

市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場

合における当該特定の日をいう。)までの間に第7項の規定による事業の廃止をした者

(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該事業の廃止の承認の日から起

算して5年を経過しないものであるとき。 

チ ヘに規定する期間内に第7項の規定による事業の廃止の承認の申請があつた場合に

おいて、申請者が、ヘの通知の日前60日以内に当該申請に係る法人(当該事業の廃止に

ついて相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該申請に係る法人でない事業を

行う者(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であつた者

で、当該事業の廃止の承認の日から起算して5年を経過しないものであるとき。 

リ 申請者が、認可の申請前5年以内に保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者で

あるとき。 

ヌ 申請者が、法人で、その役員等のうちにイからニまで又はヘからリまでのいずれかに

該当する者のあるものであるとき。 

ル 申請者が、法人でない者で、その管理者がイからニまで又はヘからリまでのいずれか

に該当する者であるとき。 

4 市町村長は、第2項の認可をしようとするときは、あらかじめ、市町村児童福祉審議会を設

置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては児童の保護者その他児童
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福祉に係る当事者の意見を聴かなければならない。 

5 市町村長は、第3項に基づく審査の結果、その申請が次条第1項の条例で定める基準に適合

しており、かつ、その事業を行う者が第3項各号に掲げる基準(その者が社会福祉法人又は学

校法人である場合にあつては、同項第4号に掲げる基準に限る。)に該当すると認めるとき

は、第2項の認可をするものとする。ただし、市町村長は、当該申請に係る家庭的保育事業

等の所在地を含む教育・保育提供区域(子ども・子育て支援法第61条第2項第1号の規定によ

り当該市町村が定める教育・保育提供区域とする。以下この項において同じ。)における特

定地域型保育事業所(同法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所をいい、事業

所内保育事業における同法第43条第1項に規定する労働者等の監護する小学校就学前子ど

もに係る部分を除く。以下この項において同じ。)の利用定員の総数(同法第19条第1項第3号

に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、同法第61条第1項の規定により

当該市町村が定める市町村子ども・子育て支援事業計画において定める当該教育・保育提供

区域の特定地域型保育事業所に係る必要利用定員総数(同法第19条第1項第3号に掲げる小

学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る家

庭的保育事業等の開始によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該市町

村子ども・子育て支援事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として厚生労働省

令で定める場合に該当すると認めるときは、第2項の認可をしないことができる。 

6 市町村長は、家庭的保育事業等に関する第2項の申請に係る認可をしないときは、速やかに

その旨及び理由を通知しなければならない。 

7 国、都道府県及び市町村以外の者は、家庭的保育事業等を廃止し、又は休止しようとする

ときは、厚生労働省令の定めるところにより、市町村長の承認を受けなければならない。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1729   

担当部署: 福祉健康課  

処分の概要 公私連携保育法人の指定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
児童福祉法 第56条の8第1項 

法 令 番 号 昭和22年法律第164号 

【基準】 

 法第56条の8第1項の規定による。 

第56条の8 市町村長は、当該市町村における保育の実施に対する需要の状況等に照らし適当

であると認めるときは、公私連携型保育所(次項に規定する協定に基づき、当該市町村から

必要な設備の貸付け、譲渡その他の協力を得て、当該市町村との連携の下に保育及び子育て

支援事業(以下この条において「保育等」という。)を行う保育所をいう。以下この条におい

て同じ。)の運営を継続的かつ安定的に行うことができる能力を有するものであると認めら

れるもの(法人に限る。)を、その申請により、公私連携型保育所の設置及び運営を目的とす

る法人(以下この条において「公私連携保育法人」という。)として指定することができる。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1733   

担当部署: 福祉健康課  

処分の概要 教育・保育給付認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
子ども・子育て支援法 第20条第1項及び第3項 

法 令 番 号 平成24年法律第65号 

【基準】 

 法第20条の規定による。 

 (市町村の認定等) 

第20条 前条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの保護者は、子どものための教育・保育

給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校

就学前子どもごとに、子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すること及びその該

当する同項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を申請し、その認定を

受けなければならない。 

2 前項の認定は、小学校就学前子どもの保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、

小学校就学前子どもの保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その小学

校就学前子どもの保護者の現在地の市町村が行うものとする。 

3 市町村は、第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る小学校就学前子

どもが前条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認めるときは、

政令で定めるところにより、当該小学校就学前子どもに係る保育必要量(月を単位として内

閣府令で定める期間において施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例

地域型保育給付費を支給する保育の量をいう。以下同じ。)の認定を行うものとする。 

4 市町村は、第1項及び前項の認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を行ったときは、

その結果を当該教育・保育給付認定に係る保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」とい

う。)に通知しなければならない。この場合において、市町村は、内閣府令で定めるところ

により、当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子ども(以下「教育・保育給付認定子

ども」という。)の該当する前条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量

その他の内閣府令で定める事項を記載した認定証(以下「支給認定証」という。)を交付する

ものとする。 

5 市町村は、第1項の規定による申請について、当該保護者が子どものための教育・保育給付

を受ける資格を有すると認められないときは、理由を付して、その旨を当該申請に係る保護

者に通知するものとする。 

6 第1項の規定による申請に対する処分は、当該申請のあった日から30日以内にしなければ

ならない。ただし、当該申請に係る保護者の労働又は疾病の状況の調査に日時を要すること

その他の特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、当該保護者に対

し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」と

いう。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。 

7 第1項の規定による申請をした日から30日以内に当該申請に対する処分がされないとき、

若しくは前項ただし書の規定による通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日まで

に当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る保護者は、市町村が当該申請を

却下したものとみなすことができる。 

 

標準処理期間 申請のあった日から30日以内(第20条第6項) 
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備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1734   

担当部署: 福祉健康課  

処分の概要 教育・保育給付認定の変更 

法 令 名 

根 拠 条 項 
子ども・子育て支援法 第23条第1項 

法 令 番 号 平成24年法律第65号 

【基準】 

 法第23条の規定による。 

 (教育・保育給付認定の変更) 

第23条 教育・保育給付認定保護者は、現に受けている教育・保育給付認定に係る当該教育・

保育給付認定子どもの該当する第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育

必要量その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、内閣府令で定めると

ころにより、市町村に対し、教育・保育給付認定の変更の認定を申請することができる。 

2 市町村は、前項の規定による申請により、教育・保育給付認定保護者につき、必要がある

と認めるときは、教育・保育給付認定の変更の認定を行うことができる。この場合において、

市町村は、当該変更の認定に係る教育・保育給付認定保護者に対し、支給認定証の提出を求

めるものとする。 

3 第20条第2項、第3項、第4項前段及び第5項から第7項までの規定は、前項の教育・保育給付

認定の変更の認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定

める。 

4 市町村は、職権により、教育・保育給付認定保護者につき、第19条第1項第3号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(以下「満3歳未満保育認定子ども」

という。)が満3歳に達したときその他必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところ

により、教育・保育給付認定の変更の認定を行うことができる。この場合において、市町村

は、内閣府令で定めるところにより、当該変更の認定に係る教育・保育給付認定保護者に対

し、支給認定証の提出を求めるものとする。 

5 第20条第2項、第3項及び第4項前段の規定は、前項の教育・保育給付認定の変更の認定につ

いて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

6 市町村は、第2項又は第4項の教育・保育給付認定の変更の認定を行った場合には、内閣府

令で定めるところにより、支給認定証に当該変更の認定に係る事項を記載し、これを返還す

るものとする。 

 

標準処理期間 申請のあった日から30日以内(第20条第6項) 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 

 



木曽岬町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1740   

担当部署: 福祉健康課  

処分の概要 特定教育・保育施設の確認 

法 令 名 

根 拠 条 項 
子ども・子育て支援法 第31条第1項 

法 令 番 号 平成24年法律第65号 

【基準】 

 法第31条の規定による。 

 (特定教育・保育施設の確認) 

第31条 第27条第1項の確認は、内閣府令で定めるところにより、教育・保育施設の設置者(国

(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。第58

条の9第2項、第3項及び第6項、第65条第4号及び第5号並びに附則第7条において同じ。)及び

公立大学法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大

学法人をいう。第58条の4第1項第1号、第58条の9第2項並びに第65条第3号及び第4号におい

て同じ。)を除き、法人に限る。以下同じ。)の申請により、次の各号に掲げる教育・保育施

設の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めて、市

町村長が行う。 

(1) 認定こども園 第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

(2) 幼稚園 第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

(3) 保育所 第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び同項第3号に掲げ

る小学校就学前子どもの区分 

2 市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、

あらかじめ、第77条第1項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはそ

の意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者

の意見を聴かなければならない。 

3 市町村長は、第1項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めたときは、内閣府令

で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 

 



木曽岬町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1741   

担当部署: 福祉健康課  

処分の概要 特定教育・保育施設の確認の変更 

法 令 名 

根 拠 条 項 
子ども・子育て支援法 第32条第1項 

法 令 番 号 平成24年法律第65号 

【基準】 

 法第32条第1項の規定による。 

 (特定教育・保育施設の確認の変更) 

第32条 特定教育・保育施設の設置者は、利用定員(第27条第1項の確認において定められた利

用定員をいう。第34条第3項第1号を除き、以下この款において同じ。)を増加しようとする

ときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該特定教育・保育施設に係る第27

条第1項の確認の変更を申請することができる。 

2 前条第3項の規定は、前項の確認の変更の申請があった場合について準用する。この場合に

おいて、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

3 市町村長は、前項の規定により前条第3項の規定を準用する場合のほか、利用定員を変更し

たときは、内閣府令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。 

 

標準処理期間 15日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 

 



木曽岬町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1744   

担当部署: 福祉健康課  

処分の概要 特定地域型保育事業者の確認 

法 令 名 

根 拠 条 項 
子ども・子育て支援法 第43条第1項 

法 令 番 号 平成24年法律第65号 

【基準】 

 法第43条の規定による。 

(特定地域型保育事業者の確認) 

第43条 第29条第1項の確認は、内閣府令で定めるところにより、地域型保育事業を行う者の

申請により、地域型保育の種類及び当該地域型保育の種類に係る地域型保育事業を行う事

業所(以下「地域型保育事業所」という。)ごとに、第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前

子どもに係る利用定員(事業所内保育の事業を行う事業所(以下「事業所内保育事業所」とい

う。)にあっては、その雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもを保育するため当該

事業所内保育の事業を自ら施設を設置し、又は委託して行う事業主に係る当該小学校就学

前子ども(当該事業所内保育の事業が、事業主団体に係るものにあっては事業主団体の構成

員である事業主の雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもとし、共済組合等(児童福

祉法第6条の3第12項第1号ハに規定する共済組合等をいう。)に係るものにあっては共済組

合等の構成員(同号ハに規定する共済組合等の構成員をいう。)の監護する小学校就学前子

どもとする。以下「労働者等の監護する小学校就学前子ども」という。)及びその他の小学

校就学前子どもごとに定める第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定

員とする。)を定めて、市町村長が行う。 

2 市町村長は、前項の規定により特定地域型保育事業(特定地域型保育を行う事業をいう。以

下同じ。)の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、第77条第1項の審議会その他の

合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子ども

の保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 

 



木曽岬町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1745   

担当部署: 福祉健康課  

処分の概要 特定地域型保育事業者の確認の変更 

法 令 名 

根 拠 条 項 
子ども・子育て支援法 第44条 

法 令 番 号 平成24年法律第65号 

【基準】 

 法第44条の規定による。 

(特定地域型保育事業者の確認の変更) 

第44条 特定地域型保育事業者は、利用定員(第29条第1項の確認において定められた利用定

員をいう。第46条第3項第1号を除き、以下この款において同じ。)を増加しようとするとき

は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育事業者に係る第29条

第1項の確認の変更を申請することができる。 

 

標準処理期間 15日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 

 



木曽岬町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1750   

担当部署: 福祉健康課  

処分の概要 支給認定証の再交付 

法 令 名 

根 拠 条 項 
子ども・子育て支援法施行規則 第16条第1項 

法 令 番 号 平成26年内閣府令第44号 

【基準】 

 府令第16条の規定による。 

(支給認定証の再交付) 

第16条 市町村は、支給認定証を破り、汚し、又は失った教育・保育給付認定保護者から、教

育・保育給付認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給

認定証を交付するものとする。 

2 前項の申請をしようとする教育・保育給付認定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載し

た申請書を、市町村に提出しなければならない。 

(1) 当該申請を行う教育・保育給付認定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び

連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在

地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地) 

(2) 当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び教育・保育給付

認定保護者との続柄 

(3) 申請の理由 

3 支給認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その支給認定証

を添付しなければならない。 

4 支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかにこれを市

町村に返還しなければならない。 

 

標準処理期間 5日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 

 



木曽岬町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1751   

担当部署: 住民課  

処分の概要 個人番号カードの交付 

法 令 名 

根 拠 条 項 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第

17条第1項 

法 令 番 号 平成25年法律第27号 

【基準】 

 法第17条の規定による。 

(個人番号カードの交付等) 

第17条 市町村長は、政令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に記録さ

れている者に対し、その者の申請により、その者に係る個人番号カードを交付するものとす

る。この場合において、当該市町村長は、前条の政令で定める措置をとらなければならない。 

2 個人番号カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第24条の2第1項に規定する最初

の転入届をする場合には、当該最初の転入届と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提

出しなければならない。 

3 前項の規定により個人番号カードの提出を受けた市町村長は、当該個人番号カードについ

て、カード記録事項の変更その他当該個人番号カードの適切な利用を確保するために必要

な措置を講じ、これを返還しなければならない。 

4 第2項の場合を除くほか、個人番号カードの交付を受けている者は、カード記録事項に変更

があったときは、その変更があった日から14日以内に、その旨をその者が記録されている住

民基本台帳を備える市町村の長(次項及び第7項において「住所地市町村長」という。)に届

け出るとともに、当該個人番号カードを提出しなければならない。この場合においては、前

項の規定を準用する。 

5 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードを紛失したときは、直ちに、

その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。 

6 個人番号カードは、その有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、その効力

を失う。 

7 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードの有効期間が満了した場合

その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該個人番号カードを住所地市

町村長に返納しなければならない。 

8 前各項に定めるもののほか、個人番号カードの様式、個人番号カードの有効期間及び個人

番号カードの再交付を受けようとする場合における手続その他個人番号カードに関し必要

な事項は、総務省令で定める。 

 

標準処理期間 15日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 

 



木曽岬町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1755   

担当部署: 住民課  

処分の概要 個人番号カードの再交付 

法 令 名 

根 拠 条 項 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規

定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令 第28

条第1項 

法 令 番 号 平成26年総務省令第85号 

【基準】 

 省令第28条の規定による。 

(個人番号カードの再交付の申請等) 

第28条 個人番号カードの交付を受けている者は、個人番号カードを紛失し、焼失し、若しく

は著しく損傷した場合又は個人番号カードの機能が損なわれた場合には、住所地市町村長

に対し、個人番号カードの再交付を受けようとする旨及びその事由並びに当該個人番号カ

ードの交付を受けている者の氏名、住所並びに個人番号又は生年月日及び性別(第35条第1

項の規定により同項第3号に掲げる事務を機構が行う場合には、個人番号カードの再交付を

受けようとする旨及びその事由並びに当該個人番号カードの交付を受けている者の氏名、

住所及び個人番号)を記載し、かつ、その者の写真を添付した再交付申請書を提出して、個

人番号カードの再交付を求めることができる。 

2 前項の規定により個人番号カードの再交付を受けようとする者は、現に交付を受けている

個人番号カードを紛失し、又は焼失した場合を除き、当該個人番号カードを返納の上、再交

付を求めなければならない。 

3 第1項の規定により個人番号カードの再交付を受けようとする者は、現に交付を受けてい

る個人番号カードを紛失し、又は焼失した場合には、同項に規定する再交付申請書に、当該

個人番号カードを紛失し、又は焼失した事実を疎明するに足りる資料を添付しなければな

らない。 

4 第1項に規定する場合に該当することとなった個人番号カードは、同項の規定により個人

番号カードの再交付の求めがあったときに、その効力を失うものとする。 

5 個人番号カードの再交付を受けた者は、紛失した個人番号カードを発見した場合には、そ

の旨並びにその者の氏名及び住所を記載した書面を添えて、発見した個人番号カードを、住

所地市町村長に遅滞なく返納しなければならない。 

6 再交付される個人番号カードについて第26条の規定を適用する場合には、同条第1項中「個

人番号カードの有効期間」とあるのは「再交付される個人番号カードの有効期間」と、「交

付を受ける者」とあるのは「再交付を受ける者」と、「個人番号カードの発行の日」とある

のは「再交付される個人番号カードの発行の日」と、同条第2項中「交付を受ける者」とあ

るのは「再交付を受ける者」とする。 

7 第21条の規定は第1項に規定する再交付申請書に添付する写真について、第23条の規定は

第1項に規定する再交付申請書の保存について、それぞれ準用する。 

 

標準処理期間 15日 

備考  

 

 



木曽岬町 法適用申請に対する処分個票 

2 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 

 



木曽岬町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1756   

担当部署: 住民課  

処分の概要 個人番号カードの有効期間内の交付 

法 令 名 

根 拠 条 項 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規

定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令 第29

条第1項 

法 令 番 号 平成26年総務省令第85号 

【基準】 

 省令第29条の規定による。 

 (個人番号カードの有効期間内の交付の申請等) 

第29条 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードの有効期間が満了す

る日までの期間が3月未満となった場合又は追記欄の余白がなくなった場合その他住所地

市町村長が特に必要と認める場合には、第24条の規定にかかわらず、住所地市町村長に対

し、当該個人番号カードの有効期間内においても当該個人番号カードを提示して、新たな個

人番号カードの交付を求めることができる。 

2 住所地市町村長は、前項の求めがあった場合には、その者に対し、その者が現に有する個

人番号カードと引換えに新たな個人番号カードを交付しなければならない。 

3 前項の規定により交付される新たな個人番号カードについて第26条の規定を適用する場

合には、同条第1項中「個人番号カードの有効期間」とあるのは「第29条第2項の規定により

交付される新たな個人番号カード(以下この条において「新たな個人番号カード」という。)

の有効期間」と、「個人番号カードの交付を受ける者」とあるのは「新たな個人番号カード

の交付を受ける者」と、同項第1号中「個人番号カード」とあるのは「新たな個人番号カー

ド」と、「10回目」とあるのは「10回目(従前の個人番号カードの有効期間が満了する日ま

での期間が3月未満となった場合に該当して新たな個人番号カードの交付を受ける場合に

あっては、11回目)」と、同項第2号中「個人番号カード」とあるのは「新たな個人番号カー

ド」と、「5回目」とあるのは「5回目(従前の個人番号カードの有効期間が満了する日まで

の期間が3月未満となった場合に該当して新たな個人番号カードの交付を受ける場合にあ

っては、6回目)」と、同条第2項中「個人番号カード」とあるのは「新たな個人番号カード」

とする。 

 

標準処理期間 15日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1757   

担当部署: 産業課  

処分の概要 農地の転用の許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
農地法 第4条第1項 

法 令 番 号 昭和27年法律第229号 

【基準】 

 法第4条の規定による。 

(農地の転用の制限) 

第4条 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効

率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する

市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府

県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当

する場合は、この限りでない。 

(1) 次条第1項の許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合 

(2) 国又は都道府県等(都道府県又は指定市町村をいう。以下同じ。)が、道路、農業用用

排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であつて

農林水産省令で定めるものの用に供するため、農地を農地以外のものにする場合 

(3) 農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定

めるところによつて設定され、又は移転された同法第4条第3項第1号の権利に係る農地を

当該農用地利用集積計画に定める利用目的に供する場合 

(4) 農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第7項の規定による公告があつた農用地

利用配分計画の定めるところによつて設定され、又は移転された賃借権又は使用貸借に

よる権利に係る農地を当該農用地利用配分計画に定める利用目的に供する場合 

(5) 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第9

条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定

され、又は移転された同法第2条第3項第3号の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計

画に定める利用目的に供する場合 

(6) 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第8条第1項の

規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は

移転された同法第5条第8項の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用

目的に供する場合 

(7) 土地収用法その他の法律によつて収用し、又は使用した農地をその収用又は使用に係

る目的に供する場合 

(8) 市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の市街化区域と定められ

た区域(同法第23条第1項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つた

ものに限る。)をいう。)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員

会に届け出て、農地以外のものにする場合 

(9) その他農林水産省令で定める場合 

2 前項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で

定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事等に提出しなければ

ならない。 

3 農業委員会は、前項の規定により申請書の提出があつたときは、農林水産省令で定める期
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間内に、当該申請書に意見を付して、都道府県知事等に送付しなければならない。 

4 農業委員会は、前項の規定により意見を述べようとするとき(同項の申請書が同一の事業

の目的に供するため30アールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものである

ときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第43条第

1項に規定する都道府県機構(以下「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならな

い。ただし、同法第42条第1項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、こ

の限りでない。 

5 前項に規定するもののほか、農業委員会は、第3項の規定により意見を述べるため必要があ

ると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。 

6 第1項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、

第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示(他の法

律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。次条第2項

において同じ。)に係る事業の用に供するため農地を農地以外のものにしようとするとき、

第1号イに掲げる農地を農業振興地域の整備に関する法律第8条第4項に規定する農用地利

用計画(以下単に「農用地利用計画」という。)において指定された用途に供するため農地以

外のものにしようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでな

い。 

(1) 次に掲げる農地を農地以外のものにしようとする場合 

イ 農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区

域をいう。以下同じ。)内にある農地 

ロ イに掲げる農地以外の農地で、集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備

えている農地として政令で定めるもの(市街化調整区域(都市計画法第7条第1項の市街

化調整区域をいう。以下同じ。)内にある政令で定める農地以外の農地にあつては、次

に掲げる農地を除く。) 

{1} 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地で政令で定める

もの 

{2} (1)の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地で政令

で定めるもの 

(2) 前号イ及びロに掲げる農地(同号ロ(1)に掲げる農地を含む。)以外の農地を農地以外

のものにしようとする場合において、申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供する

ことにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められるとき。 

(3) 申請者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び

信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地以外のものにする行為の妨げと

なる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、

申請に係る農地の全てを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る

用途に供することが確実と認められない場合 

(4) 申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災

害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用用排水施設の有する機能に支障

を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地に係る営農条件に支障を生

ずるおそれがあると認められる場合 

(5) 申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、地域における効率的かつ安定的

な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがあると認められ

る場合その他の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生

ずるおそれがあると認められる場合として政令で定める場合 

(6) 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため農地を農地以外のものにしよ

うとする場合において、その利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されること
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が確実と認められないとき。 

7 第1項の許可は、条件を付けてすることができる。 

8 国又は都道府県等が農地を農地以外のものにしようとする場合(第1項各号のいずれかに

該当する場合を除く。)においては、国又は都道府県等と都道府県知事等との協議が成立す

ることをもつて同項の許可があつたものとみなす。 

9 都道府県知事等は、前項の協議を成立させようとするときは、あらかじめ、農業委員会の

意見を聴かなければならない。 

10 第4項及び第5項の規定は、農業委員会が前項の規定により意見を述べようとする場合に

ついて準用する。 

11 第1項に規定するもののほか、指定市町村の指定及びその取消しに関し必要な事項は、政

令で定める。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1758   

担当部署: 産業課  

処分の概要 農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
農地法 第5条第1項 

法 令 番 号 昭和27年法律第229号 

【基準】 

 法第5条の規定による。 

(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限) 

第5条 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除

く。次項及び第4項において同じ。)にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲

げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ

ならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

(1) 国又は都道府県等が、前条第1項第2号の農林水産省令で定める施設の用に供するた

め、これらの権利を取得する場合 

(2) 農地又は採草放牧地を農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があつた農

用地利用集積計画に定める利用目的に供するため当該農用地利用集積計画の定めるとこ

ろによつて同法第4条第3項第1号の権利が設定され、又は移転される場合 

(3) 農地又は採草放牧地を農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第7項の規定によ

る公告があつた農用地利用配分計画に定める利用目的に供するため当該農用地利用配分

計画の定めるところによつて賃借権又は使用貸借による権利が設定され、又は移転され

る場合 

(4) 農地又は採草放牧地を特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備

の促進に関する法律第9条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画に定め

る利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第2条

第3項第3号の権利が設定され、又は移転される場合 

(5) 農地又は採草放牧地を農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関

する法律第8条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画に定める利用目的

に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第5条第8項の権利

が設定され、又は移転される場合 

(6) 土地収用法その他の法律によつて農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利

が収用され、又は使用される場合 

(7) 前条第1項第8号に規定する市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき、政令で定

めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものに

するためこれらの権利を取得する場合 

(8) その他農林水産省令で定める場合 

2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、

第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事

業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき、第1号イに掲げ

る農地又は採草放牧地につき農用地利用計画において指定された用途に供するためこれら

の権利を取得しようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りで

ない。 

(1) 次に掲げる農地又は採草放牧地につき第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようと
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する場合 

イ 農用地区域内にある農地又は採草放牧地 

ロ イに掲げる農地又は採草放牧地以外の農地又は採草放牧地で、集団的に存在する農

地又は採草放牧地その他の良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地として政

令で定めるもの(市街化調整区域内にある政令で定める農地又は採草放牧地以外の農

地又は採草放牧地にあつては、次に掲げる農地又は採草放牧地を除く。) 

{1} 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地又は採草放牧地

で政令で定めるもの 

{2} (1)の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地又は採

草放牧地で政令で定めるもの 

(2) 前号イ及びロに掲げる農地(同号ロ(1)に掲げる農地を含む。)以外の農地を農地以外

のものにするため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合又は同号イ及び

ロに掲げる採草放牧地(同号ロ(1)に掲げる採草放牧地を含む。)以外の採草放牧地を採草

放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得しようとする場合において、申請に係

る農地又は採草放牧地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業

の目的を達成することができると認められるとき。 

(3) 第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする者に申請に係る農地を農地以外の

ものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為を行うた

めに必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地以外のもの

にする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為の妨げとなる

権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請

に係る農地又は採草放牧地の全てを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該

申請に係る用途に供することが確実と認められない場合 

(4) 申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧

地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれ

があると認められる場合、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがある

と認められる場合その他の周辺の農地又は採草放牧地に係る営農条件に支障を生ずるお

それがあると認められる場合 

(5) 申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧

地以外のものにすることにより、地域における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に

対する農地又は採草放牧地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合

その他の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に

支障を生ずるおそれがあると認められる場合として政令で定める場合 

(6) 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため所有権を取得しようとする場

合 

(7) 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため、農地につき所有権以外の第3

条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にそ

の土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき、又は採草放牧地につき

これらの権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にその土地が耕作

の目的若しくは主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目

的に供されることが確実と認められないとき。 

(8) 農地を採草放牧地にするため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合

において、同条第2項の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当す

ると認められるとき。 

3 第3条第5項及び第6項並びに前条第2項から第5項までの規定は、第1項の場合に準用する。

この場合において、同条第4項中「申請書が」とあるのは「申請書が、農地を農地以外のも
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のにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするためこれらの

土地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為であつて、」と、「農地を農地以

外のものにする行為」とあるのは「農地又はその農地と併せて採草放牧地についてこれらの

権利を取得するもの」と読み替えるものとする。 

4 国又は都道府県等が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外

のものにするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとす

る場合(第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)においては、国又は都道府県等と都

道府県知事等との協議が成立することをもつて第1項の許可があつたものとみなす。 

5 前条第9項及び第10項の規定は、都道府県知事等が前項の協議を成立させようとする場合

について準用する。この場合において、同条第10項中「準用する」とあるのは、「準用する。

この場合において、第4項中「申請書が」とあるのは「申請書が、農地を農地以外のものに

するため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするためこれらの土地

について第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為であつて、」と、「農地を農地以外の

ものにする行為」とあるのは「農地又はその農地と併せて採草放牧地についてこれらの権利

を取得するもの」と読み替えるものとする」と読み替えるものとする。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 

 



木曽岬町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1760   

担当部署: 産業課  

処分の概要 農用地区域内における開発行為の許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
農業振興地域の整備に関する法律 第15条の2第1項 

法 令 番 号 昭和44年法律第58号 

【基準】 

 法第15条の2の規定による。 

(農用地区域内における開発行為の制限) 

第15条の2 農用地区域内において開発行為(宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の

変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。)をしようと

する者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事(農用地の農業

上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指

定する市町村(以下この条において「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町

村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の

各号のいずれかに該当する行為については、この限りでない。 

(1) 国又は地方公共団体が、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上

の必要性が高いと認められる施設であつて農林水産省令で定めるものの用に供するため

に行う行為 

(2) 土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業の施行として行う行為 

(3) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項の許可に係る土地をその許

可に係る目的に供するために行う行為 

(4) 農地法第2条第1項に規定する農地を同法第43条第1項の規定による届出に係る同条第

2項に規定する農作物栽培高度化施設の用に供するために行う行為 

(5) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条の規定による公告があつた農

用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第4条第3項第1

号の権利に係る土地を当該農用地利用集積計画に定める利用目的に供するために行う行

為 

(6) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第7項の規定に

よる公告があつた農用地利用配分計画の定めるところによつて設定され、又は移転され

た賃借権又は使用貸借による権利に係る土地を当該農用地利用配分計画に定める利用目

的に供するために行う行為 

(7) 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平

成5年法律第72号)第9条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定める

ところによつて設定され、又は移転された同法第2条第3項第3号の権利に係る土地を当該

所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するために行う行為 

(8) 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律

第48号)第8条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところに

よつて設定され、又は移転された同法第5条第8項の権利に係る土地を当該所有権移転等

促進計画に定める利用目的に供するために行う行為 

(9) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で農林水産省令で定めるもの 

(10) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為 

(11) 公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち農業振興地域整備計画
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の達成に著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもので農林水産省令で定める

もの 

(12) 農用地区域が定められ、又は拡張された際既に着手していた行為 

2 前項の許可の申請は、当該開発行為に係る土地の所在地を管轄する市町村長を経由してし

なければならない。ただし、当該市町村長が指定市町村の長である場合は、この限りでない。 

3 市町村長(指定市町村の長を除く。)は、前項の規定により許可の申請書を受理したときは、

遅滞なく、これを都道府県知事に送付しなければならない。この場合において、当該市町村

長は、当該申請書に意見を付すことができる。 

4 都道府県知事等は、第1項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当

すると認めるときは、これを許可してはならない。 

(1) 当該開発行為により当該開発行為に係る土地を農用地等として利用することが困難

となるため、農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがあること。 

(2) 当該開発行為により当該開発行為に係る土地の周辺の農用地等において土砂の流出

又は崩壊その他の耕作又は養畜の業務に著しい支障を及ぼす災害を発生させるおそれが

あること。 

(3) 当該開発行為により当該開発行為に係る土地の周辺の農用地等に係る農業用用排水

施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあること。 

5 第1項の許可には、当該開発行為に係る土地及びその周辺の農用地等の農業上の利用を確

保するために必要な限度において、条件を付することができる。 

6 都道府県知事等は、第1項の許可をしようとするとき(当該許可に係る開発行為が30アール

を超える農地法第2条第1項に規定する農地(同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を

耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。第17条に

おいて同じ。)が含まれる土地に係るものであるときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会

等に関する法律(昭和26年法律第88号)第43条第1項に規定する都道府県機構(次項において

「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、同法第42条第1項の規

定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。 

7 前項に規定するもののほか、都道府県知事等は、第1項の許可をするため必要があると認め

るときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。 

8 国又は地方公共団体が農用地区域内において開発行為(第1項各号のいずれかに該当する

行為を除く。)をしようとする場合においては、国又は地方公共団体と都道府県知事等との

協議が成立することをもつて同項の許可があつたものとみなす。 

9 第6項及び第7項の規定は、前項の協議を成立させようとする場合について準用する。 

10 第1項に規定するもののほか、指定市町村の指定及びその取消しに関し必要な事項は、政

令で定める。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1762   

担当部署: 建設課  

処分の概要 道路協力団体の指定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
道路法 第48条の46第1項 

法 令 番 号 昭和27年法律第180号 

【基準】 

 法第48条の46及び省令第4条の25の規定による。 

(道路協力団体の指定) 

第48条の46 道路管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認め

られる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、

道路協力団体として指定することができる。 

2 道路管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該道路協力団体の名称、住所及び

事務所の所在地を公示しなければならない。 

3 道路協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらか

じめ、その旨を道路管理者に届け出なければならない。 

4 道路管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなけ

ればならない。 

 

(道路協力団体として指定することができる法人に準ずる団体) 

第4条の25 法第48条の46第1項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事

務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当

該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有してい

るものとする。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1764   

担当部署: 総務政策課  

処分の概要 低未利用土地利用促進協定の認可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
都市再生特別措置法 第80条の3第4項 

法 令 番 号 平成14年法律第22号 

【基準】 

 法第80条の3及び第80条の4の規定による。 

(低未利用土地利用促進協定の締結等) 

第80条の3 市町村又は都市再生推進法人等(第118条第1項の規定により指定された都市再生

推進法人、都市緑地法(昭和48年法律第72号)第69条第1項の規定により指定された緑地保

全・緑化推進法人(第80条の7第1項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において

「緑地保全・緑化推進法人」という。)又は景観法第92条第1項の規定により指定された景観

整備機構(第80条の8第1項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「景観整

備機構」という。)をいう。以下この節において同じ。)は、都市再生整備計画に記載された

第46条第26項に規定する事項に係る居住者等利用施設(緑地保全・緑化推進法人にあっては

緑地その他の国土交通省令で定める施設に、景観整備機構にあっては景観計画区域(景観法

第8条第2項第1号に規定する景観計画区域をいう。第111条第1項において同じ。)内において

整備される良好な景観を形成する広場その他の国土交通省令で定める施設に限る。)の整備

及び管理を行うため、当該事項に係る低未利用土地の所有者又は使用及び収益を目的とす

る権利(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「所有者

等」という。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「低未利用土地利用促進協定」という。)

を締結して、当該居住者等利用施設の整備及び管理を行うことができる。 

(1) 低未利用土地利用促進協定の目的となる低未利用土地及び居住者等利用施設 

(2) 前号の居住者等利用施設の整備及び管理の方法に関する事項 

(3) 低未利用土地利用促進協定の有効期間 

(4) 低未利用土地利用促進協定に違反した場合の措置 

2 低未利用土地利用促進協定については、前項第1号の低未利用土地の所有者等の全員の合

意がなければならない。 

3 低未利用土地利用促進協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなけれ

ばならない。 

(1) 都市再生整備計画に記載された第46条第26項に規定する事項に適合するものである

こと。 

(2) 第1項第1号の低未利用土地の利用を不当に制限するものでないこと。 

(3) 第1項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであるこ

と。 

4 都市再生推進法人等が低未利用土地利用促進協定を締結しようとするときは、あらかじ

め、市町村長の認可を受けなければならない。 

(低未利用土地利用促進協定の認可) 

第80条の4 市町村長は、前条第4項の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、

同項の認可をしなければならない。 

(1) 申請手続が法令に違反しないこと。 

(2) 低未利用土地利用促進協定の内容が、前条第3項各号に掲げる基準のいずれにも適合
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するものであること。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1765   

担当部署: 総務政策課  

処分の概要 低未利用土地利用促進協定の変更認可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
都市再生特別措置法 第80条の5 

法 令 番 号 平成14年法律第22号 

【基準】 

 法第80条の5の規定による。 

(低未利用土地利用促進協定の変更) 

第80条の5 第80条の3第2項から第4項まで及び前条の規定は、低未利用土地利用促進協定に

おいて定めた事項を変更しようとする場合について準用する。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1790   

担当部署: 産業課  

処分の概要 共有林の一部の森林所有者が不確知である旨等の公告 

法 令 名 

根 拠 条 項 
森林法 第10条の12の3 

法 令 番 号 昭和26年法律第249号 

【基準】 

 法第10条の12の3の規定による。 

 (公告) 

第10条の12の3 市町村の長は、前条第1項の規定による申請があつた場合において、当該申請

が相当であると認めるときは、次に掲げる事項を公告するものとする。 

(1) 当該共有者不確知森林の土地の所在、地番、地目及び面積 

(2) 当該共有者不確知森林の森林所有者の一部を確知することができない旨 

(3) 当該共有者不確知森林の土地の所有者の全部又は一部を確知することができない場

合には、その旨 

(4) 次に掲げる者は、公告の日から起算して6月以内に、農林水産省令で定めるところによ

り、その権原を証する書面を添えて、市町村の長に申し出るべき旨 

イ 当該共有者不確知森林の森林所有者又は当該共有者不確知森林の土地の所有者で、

確知することができないもの(第10条の12の7第1項において「不確知森林共有者等」と

いう。) 

ロ 当該共有者不確知森林に関し所有権以外の権利を有する者で、当該共有者不確知森

林の伐採及び伐採後の造林について異議のあるもの 

(5) その他農林水産省令で定める事項 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1791   

担当部署: 総務政策課  

処分の概要 管理協定の締結の認可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
都市緑地法 第24条第5項 

法 令 番 号 昭和48年法律第72号 

【基準】 

 法第24条第5項及び第26条の規定による。 

 (管理協定の締結等) 

第24条 

5 第1項の緑地保全・緑化推進法人が管理協定を締結しようとするときは、あらかじめ、市町

村長の認可を受けなければならない。 

(管理協定の認可) 

第26条 市町村長は、第24条第5項の規定による管理協定の認可の申請が、次の各号のいずれ

にも該当するときは、当該管理協定を認可しなければならない。 

(1) 申請手続が法令に違反しないこと。 

(2) 管理協定の内容が、第24条第3項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものである

こと。 

 

 都市緑地法運用指針(平成16年12月国土交通省都市局、令和3年4月1日改正)参照 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1792   

担当部署: 総務政策課  

処分の概要 推進法人の指定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
都市緑地法 第69条第1項 

法 令 番 号 昭和48年法律第72号 

【基準】 

 法第69条第1項の規定による。 

 (指定) 

第69条 市町村長は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定

非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又

は都市における緑地の保全及び緑化の推進を図ることを目的とする会社であつて、次条各

号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、

緑地保全・緑化推進法人(以下「推進法人」という。)として指定することができる。 

2 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該推進法人の名称、住所及び事務所

の所在地を公示しなければならない。 

3 推進法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、

その旨を市町村長に届け出なければならない。 

4 市町村長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなけれ

ばならない。 

 

 都市緑地法運用指針(平成16年12月国土交通省都市局、令和3年4月1日改正)参照 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 

 



木曽岬町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1795   

担当部署: 建設課  

処分の概要 設置等予定者の選定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
都市公園法 第5条の4第3項 

法 令 番 号 昭和31年法律第79号 

【基準】 

 法第5条の4の規定による。 

 (設置等予定者の選定) 

第5条の4 公園管理者は、前条第1項の規定により公募対象公園施設を設け、又は管理しよう

とする者から公募設置等計画が提出されたときは、当該公募設置等計画が次に掲げる基準

に適合しているかどうかを審査しなければならない。 

(1) 当該公募設置等計画が公募設置等指針に照らし適切なものであること。 

(2) 当該公募対象公園施設が第5条第2項各号のいずれかに該当するものであること。 

(3) 当該公募設置等計画を提出した者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな

者でないこと。 

2 公園管理者は、前項の規定により審査した結果、公募設置等計画が同項各号に掲げる基準

に適合していると認められるときは、第5条の2第2項第9号の評価の基準に従つて、その適合

していると認められた全ての公募設置等計画について評価を行うものとする。 

3 公園管理者は、前項の評価に従い、都市公園の機能を損なうことなくその利用者の利便の

向上を図る上で最も適切であると認められる公募設置等計画を提出した者を設置等予定者

として選定するものとする。 

4 公園管理者は、前項の規定により設置等予定者を選定しようとするときは、国土交通省令

で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。 

5 公園管理者は、第3項の規定により設置等予定者を選定したときは、その者にその旨を通知

しなければならない。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 

 



木曽岬町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1796   

担当部署: 建設課  

処分の概要 公募設置等計画の認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
都市公園法 第5条の5第1項 

法 令 番 号 昭和31年法律第79号 

【基準】 

 法第5条の5の規定による。 

 (公募設置等計画の認定) 

第5条の5 公園管理者は、前条第5項の規定により通知した設置等予定者が提出した公募設置

等計画について、公募対象公園施設の場所を指定して、当該公募設置等計画が適当である旨

の認定をするものとする。 

2 公園管理者は、前項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間並びに同

項の規定により指定した公募対象公園施設の場所を公示しなければならない。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 

 



木曽岬町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1797   

担当部署: 建設課  

処分の概要 公募設置等計画の変更の認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
都市公園法 第5条の6第1項 

法 令 番 号 昭和31年法律第79号 

【基準】 

 法第5条の6の規定による。 

 (公募設置等計画の変更等) 

第5条の6 前条第1項の認定を受けた者(以下「認定計画提出者」という。)は、当該認定を受

けた公募設置等計画を変更しようとする場合においては、公園管理者の認定を受けなけれ

ばならない。 

2 公園管理者は、前項の変更の認定の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合すると認

める場合に限り、その認定をするものとする。 

(1) 変更後の公募設置等計画が第5条の4第1項第1号及び第2号に掲げる基準を満たしてい

ること。 

(2) 当該公募設置等計画の変更をすることについて、都市公園の利用者の利便の一層の向

上に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情があること。 

3 前条第2項の規定は、第1項の変更の認定をした場合について準用する。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 

 



木曽岬町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1798   

担当部署: 建設課  

処分の概要 地位の承継の承認 

法 令 名 

根 拠 条 項 
都市公園法 第5条の8 

法 令 番 号 昭和31年法律第79号 

【基準】 

 法第5条の8の規定による。 

 (地位の承継) 

第5条の8 次に掲げる者は、公園管理者の承認を受けて、認定計画提出者が有していた計画の

認定に基づく地位を承継することができる。 

(1) 認定計画提出者の一般承継人 

(2) 認定計画提出者から、認定公募設置等計画に基づき設置又は管理が行われる公募対象

公園施設の所有権その他当該公募対象公園施設の設置又は管理に必要な権原を取得した

者 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 

 



木曽岬町 法適用申請に対する処分個票 
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ID: 1799   

担当部署: 総務政策課  

処分の概要 樹木等管理協定の締結の認可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
都市の低炭素化の促進に関する法律 第38条第4項 

法 令 番 号 平成24年法律第84号 

【基準】 

 法第38条第4項及び第40条の規定による。 

 (樹木等管理協定の締結等) 

第38条 

4 第1項の緑地保全・緑化推進法人が樹木等管理協定を締結しようとするときは、あらかじ

め、市町村長の認可を受けなければならない。 

 (樹木等管理協定の認可) 

第40条 市町村長は、第38条第4項の樹木等管理協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも

該当するときは、当該樹木等管理協定を認可しなければならない。 

(1) 申請手続が法令に違反しないこと。 

(2) 樹木等管理協定の内容が、第38条第3項各号に掲げる基準のいずれにも適合するもの

であること。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 

 



木曽岬町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1801   

担当部署: 総務政策課  

処分の概要 
田園住居地域内の農地の区域内の土地の形質の変更、建築物の建築その他工作

物の建設又は土石その他の政令で定める物件の堆積を行う許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
都市計画法 第52条第1項 

法 令 番 号 昭和43年法律第100号 

【基準】 

 法第52条の規定による。 

第52条 田園住居地域内の農地の区域内において、土地の形質の変更、建築物の建築その他工

作物の建設又は土石その他の政令で定める物件の堆積を行おうとする者は、市町村長の許

可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 

(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 

(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 

(3) 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為 

2 市町村長は、次に掲げる行為について前項の許可の申請があつた場合においては、その許

可をしなければならない。 

(1) 土地の形質の変更でその規模が農業の利便の増進及び良好な住居の環境の保護を図

る上で支障がないものとして政令で定める規模未満のもの 

(2) 建築物の建築又は工作物の建設で次のいずれかに該当するもの 

イ 前項の許可を受けて土地の形質の変更が行われた土地の区域内において行う建築物

の建築又は工作物の建設 

ロ 建築物又は工作物でその敷地の規模が農業の利便の増進及び良好な住居の環境の保

護を図る上で支障がないものとして政令で定める規模未満のものの建築又は建設 

(3) 前項の政令で定める物件の堆積で当該堆積を行う土地の規模が農業の利便の増進及

び良好な住居の環境の保護を図る上で支障がないものとして政令で定める規模未満のも

の(堆積をした物件の飛散の防止の方法その他の事項に関し政令で定める要件に該当す

るものに限る。) 

3 国又は地方公共団体が行う行為については、第1項の許可を受けることを要しない。この場

合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじ

め、市町村長に協議しなければならない。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 

 



木曽岬町 法適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1809   

担当部署: 福祉健康課  

処分の概要 指定居宅介護支援事業者の指定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第79条 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第79条の規定による。 

 (指定居宅介護支援事業者の指定) 

第79条 第46条第1項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅介護支援事業を行

う者の申請により、居宅介護支援事業を行う事業所(以下この節において単に「事業所」と

いう。)ごとに行う。 

2 市町村長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、

第46条第1項の指定をしてはならない。 

(1) 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 

(2) 当該申請に係る事業所の介護支援専門員の人員が、第81条第1項の市町村の条例で定

める員数を満たしていないとき。 

(3) 申請者が、第81条第2項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従

って適正な居宅介護支援事業の運営をすることができないと認められるとき。 

(3)の2 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが

なくなるまでの者であるとき。 

(4) 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定める

ものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく

なるまでの者であるとき。 

(4)の2 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に

処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

(4)の3 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた

法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月

以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引

き続き滞納している者であるとき。 

(5) 申請者が、第84条第1項又は第115条の35第6項の規定により指定を取り消され、その取

消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合

においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前

60日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しな

いものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当

該通知があった日前60日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起

算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居

宅介護支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及

び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅介護支援事業者による業務管理体制の

整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅介護支援事業者が有

していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこと

とすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する

場合を除く。 



木曽岬町 法適用申請に対する処分個票 

2 

(5)の2 申請者と密接な関係を有する者が、第84条第1項又は第115条の35第6項の規定によ

り指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし、

当該指定の取消しが、指定居宅介護支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消し

の処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅介護支援

事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該

指定居宅介護支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指

定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働

省令で定めるものに該当する場合を除く。 

(6) 申請者が、第84条第1項又は第115条の35第6項の規定による指定の取消しの処分に係

る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしな

いことを決定する日までの間に第82条第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当

該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を

経過しないものであるとき。 

(6)の2 申請者が、第83条第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該

検査の結果に基づき第84条第1項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか

否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村

長が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合におけ

る当該特定の日をいう。)までの間に第82条第2項の規定による事業の廃止の届出をした

者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して

5年を経過しないものであるとき。 

(6)の3 第6号に規定する期間内に第82条第2項の規定による事業の廃止の届出があった場

合において、申請者が、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃

止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業

所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該

届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。 

(7) 申請者が、指定の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為

をした者であるとき。 

(8) 申請者が、法人で、その役員等のうちに第3号の2から第5号まで又は第6号から前号ま

でのいずれかに該当する者のあるものであるとき。 

(9) 申請者が、法人でない事業所で、その管理者が第3号の2から第5号まで又は第6号から

第7号までのいずれかに該当する者であるとき。 

3 市町村が前項第1号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定め

るものとする。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1810   

担当部署: 福祉健康課  

処分の概要 指定居宅介護支援事業者の指定の更新 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第79条の2第1項 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第79条の2の規定による。 

 (指定の更新) 

第79条の2 第46条第1項の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によ

って、その効力を失う。 

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期

間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、

指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の

有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 

4 前条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1816   

担当部署: 総務政策課  

処分の概要 地域来訪者等利便増進活動計画の認定及び変更認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
地域再生法 第17条の7第8項及び第13項 

法 令 番 号 平成17年法律第24号 

【基準】 

 法第17条の7の規定による。 

(地域来訪者等利便増進活動計画の認定等) 

第17条の7 第5条第4項第6号に規定する事業が記載された地域再生計画が同条第15項の認定

を受けたときは、当該認定の日以後は、地域来訪者等利便増進活動実施団体は、内閣府令で

定めるところにより、地域来訪者等利便増進活動の実施に関する計画(以下「地域来訪者等

利便増進活動計画」という。)を作成し、当該地域来訪者等利便増進活動計画が適当である

旨の認定地方公共団体である市町村(以下「認定市町村」という。)の長の認定を申請するこ

とができる。 

2 地域来訪者等利便増進活動計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(1) 地域来訪者等利便増進活動を実施する区域 

(2) 地域来訪者等利便増進活動の目標 

(3) 地域来訪者等利便増進活動の内容 

(4) 地域来訪者等利便増進活動により事業者が受けると見込まれる利益の内容及び程度 

(5) 前号の利益を受ける事業者の範囲 

(6) 計画期間(5年を超えないものに限る。) 

(7) 資金計画 

(8) その他内閣府令で定める事項 

3 前項第7号の資金計画には、同項第5号の事業者(以下「受益事業者」という。)が負担する

こととなる負担金の額及び徴収方法の素案を添えなければならない。 

4 第2項第3号に掲げる事項には、都市公園(都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に

規定する都市公園をいう。以下同じ。)における自転車駐車場、観光案内所その他の来訪者

等の利便の増進に寄与する施設又は物件であって政令で定めるものの設置(都市公園の環

境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設又は物件の設置に伴い

必要となるものが併せて講じられるものに限る。)に関する事項を記載することができる。 

5 第1項の規定による認定の申請をしようとする地域来訪者等利便増進活動実施団体は、当

該地域来訪者等利便増進活動計画について、総受益事業者の3分の2以上であって、その負担

することとなる負担金の合計額が総受益事業者の負担することとなる負担金の総額の3分

の2以上となる受益事業者の同意を得なければならない。 

6 認定市町村は、第1項の規定による認定の申請があったときは、内閣府令で定めるところに

より、その旨を公告し、当該地域来訪者等利便増進活動計画を当該公告の日から1月間公衆

の縦覧に供しなければならない。 

7 前項の規定による公告があったときは、受益事業者は、同項の縦覧期間満了の日までに、

縦覧に供された当該地域来訪者等利便増進活動計画について、認定市町村に、意見書を提出

することができる。 

8 認定市町村の長は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、当該地域来訪者

等利便増進活動計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものと
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する。 

(1) 認定地域再生計画に適合するものであること。 

(2) 受益事業者の事業機会の増大又は収益性の向上及び第2項第1号の区域における経済

効果の増進に寄与するものであると認められること。 

(3) 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 

(4) 地域来訪者等利便増進活動により受益事業者が受けると見込まれる利益の限度にお

いて、受益事業者が負担金を負担するものであること。 

(5) 特定の者に対し不当に差別的な取扱いをするものでないこと。 

9 認定市町村の長は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該認定市町村の議

会の議決を経なければならない。 

10 認定市町村は、前項の議決を経ようとするときは、第7項の規定により提出された意見書

の要旨を当該認定市町村の議会に提出しなければならない。 

11 認定市町村は、第4項に規定する事項が記載された地域来訪者等利便増進活動計画につい

て、第8項の認定をしようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該都市公園の

公園管理者(都市公園法第5条第1項に規定する公園管理者をいう。第17条の10において同

じ。)に協議し、その同意を得なければならない。 

12 認定市町村の長は、第8項の認定をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。 

13 第8項の認定を受けた地域来訪者等利便増進活動実施団体(以下「認定地域来訪者等利便

増進活動実施団体」という。)は、当該認定を受けた地域来訪者等利便増進活動計画の変更

(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、認定市町村の長の認定を受

けなければならない。 

14 第3項及び第5項から第12項までの規定は、前項の認定について準用する。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1818   

担当部署: 総務政策課  

処分の概要 都市計画協力団体の指定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
都市計画法 第75条の5第1項 

法 令 番 号 昭和43年法律第100号 

【基準】 

 法第75条の5第1項及び第75条の6の規定による。 

 (都市計画協力団体の指定) 

第75条の5 市町村長は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められ

る法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、都市

計画協力団体として指定することができる。 

2 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該都市計画協力団体の名称、住所及

び事務所の所在地を公示しなければならない。 

3 都市計画協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あ

らかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

4 市町村長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなけれ

ばならない。 

 

 (都市計画協力団体の業務) 

第75条の6 都市計画協力団体は、当該市町村の区域内において、次に掲げる業務を行うもの

とする。 

(1) 当該市町村がする都市計画の決定又は変更に関し、住民の土地利用に関する意向その

他の事情の把握、都市計画の案の内容となるべき事項の周知その他の協力を行うこと。 

(2) 土地所有者等に対し、土地利用の方法に関する提案、土地利用の方法に関する知識を

有する者の派遣その他の土地の有効かつ適切な利用を図るために必要な援助を行うこ

と。 

(3) 都市計画に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 

(4) 都市計画に関する調査研究を行うこと。 

(5) 都市計画に関する知識の普及及び啓発を行うこと。 

(6) 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1823   

担当部署: 福祉健康課  

処分の概要 進学準備給付金の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
生活保護法 第55条の5第1項 

法 令 番 号 昭和25年法律第144号 

【基準】 

 法第55条の5の規定による。 

 (進学準備給付金の支給) 

第55条の5 都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、その管理に属する福祉

事務所の所管区域内に居住地を有する(居住地がないか、又は明らかでないときは当該所管

区域内にある)被保護者(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者その他厚

生労働省令で定める者に限る。)であつて教育訓練施設のうち教育訓練の内容その他の事情

を勘案して厚生労働省令で定めるもの(次条において「特定教育訓練施設」という。)に確実

に入学すると見込まれるものに対して、厚生労働省令で定めるところにより、進学準備給付

金を支給する。 

2 前条第2項及び第3項の規定は、進学準備給付金の支給について準用する。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1825   

担当部署: 産業課  

処分の概要 先端設備等導入計画の認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
生産性向上特別措置法 第40条第1項 

法 令 番 号 平成30年法律第25号 

【基準】 

 法第40条の規定による。 

 (先端設備等導入計画の認定) 

第40条 同意導入促進基本計画に基づく先端設備等の導入(以下「先端設備等導入」という。)

をしようとする中小企業者は、その実施しようとする先端設備等導入に関する計画(以下こ

の条及び次条において「先端設備等導入計画」という。)を作成し、経済産業省令で定める

ところにより、その導入する先端設備等の所在地を管轄する特定市町村(同意導入促進基本

計画を作成した市町村をいう。以下同じ。)に提出して、その認定を受けることができる。 

2 2以上の中小企業者が先端設備等導入を共同で行おうとする場合にあっては、当該2以上の

中小企業者は共同して先端設備等導入計画を作成し、前項の認定を受けることができる。 

3 先端設備等導入計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(1) 先端設備等の種類及び導入時期 

(2) 先端設備等導入の内容 

(3) 先端設備等導入に必要な資金の額及びその調達方法 

4 特定市町村は、第1項の認定の申請があった場合において、その先端設備等導入計画が次の

各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 

(1) 当該先端設備等導入計画が導入促進指針及び当該特定市町村の同意導入促進基本計

画に適合するものであること。 

(2) 当該先端設備等導入計画に係る先端設備等導入が円滑かつ確実に実施されると見込

まれるものであること。 

5 特定市町村は、第1項の認定をしたときは、経済産業大臣に対し、遅滞なく、その旨を通知

しなければならない。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 

 


